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第4回 全国健康保険協会業績評価に関する検討会

議 事 次 第 (案 )

1 開 会

2  議'事

(1)全 国健康保険協会業績評価に関する検討会について

(2)全 国健康保険協会の平成23年度事業報告 口決算について

(3) 平成23年度全国健康保険協会業績評価における評価項目 (案)について

(4) 業績評価の取りまとめに向けた今後の進め方 (案)について

3  閉 会

資料 1  :「全国健康保険協会業績評価に関する検討会」について
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資料 4

平成 23年度事業報告の概要

平成 23年度決算報告書の概要   )
平成 23年度事業報告書

全国健康保険協会の平成 23年度業務実績に関する評価の基準 (案 )

平成 23年度全国健康保険協会業績評価項目一覧 (案 )

全国健康保険協会評価項目新旧対照表

平成 23年度全国健康保険協会業績評価一覧 (健康保険)

平成 23年度全国健康保険協会業績評価一覧 (船員保険)

平成 23年度全国健康保険協会業績評価一覧 (共通)

業績評価一覧 (健康保険)〔記載例〕

業績評価の取りまとめに向けた今後の進め方 (案 )

(参考資料1)平成23年度全国健康保険協会 事業計画及び予算

(参考資料2)業績評価指摘事項における平成24年度事業計画への反映状況

(参考資料3)船員保険制度について



「全国健康保険協会業績評価に関する検討会」について

1.目 的

健康保険法 (大正 11年法律第 70号)第 7条の 30の規定に基づき、
厚生労働大臣が行うこととされている全国健康保険協会 (以下「協会
という。)の事業年度ごとの業績の評価にあたり、第三者の視点を取り
入れた適切な評価等を行うことを目的として開催する。

2.職 責

○ 全国健康保険協会評価に関する検討会 (以下「検討会」という。)

は、協会の事業年度ごとの業績の評価及び分析等を行う。

○ 検討会は、協会が全国健康保険協会役員退職手当規程の規定に基
づき、協会を退職 した役員の退職手当の額の算定にあたり、厚生労
働大臣が決定する「業績勘案率」について審議を行う。

3.構 成

○ 検討会は、学識経験者をはじめ、事業主の立場、ユーザーの立場、
財務会計の専門家、保険者機能の専門家などの有識者で構成する。

○ 座長は、検討会の構成員の中から選出することとする。
座長は、検討会の事務を総理し、検討会を代表することとする。
座長に事故があるときは、あらかじめ座長の指名する構成員が、

その職務を代行することとする。

4.運 営   ∫

○ 検討会の庶務は、厚生労働省保険局保険課全国健康保険協会管理
室において処理する。

0 1か ら4までに定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事
項は、座長が検討会に諮つて定めることとする。



全国健康保険協会業績評価に関する検討会 構成員

お じま  し げ る

小 島  茂  (連合総合生活開発研究所 主幹研究員)

かみやま  と し お

神 山 敏 夫  (日 本公認会計士協会元東京会会長)
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土 田 武 史  (早稲田大学 商学部教授)
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資料2-1

平成23年度事業報告書 (概要版 )

事業期間:平成23年 4月 1日 ～平成24年 3月 31日

全国健康保険協会



加入者数、事業所数t医療費の状況 (健康保健事業)

加入者、事業所の動向

(加入者千人、平均標報:円、事業所数:力所2¬ 。 被保険者数は、23年度末現在で1,964万 3千人となり、前年度末に比べ0.3%増加l ハ A__
22年度 23年度

被保険者数

:うち任意継続
:被保険者数

19,592

(0.3%|

19,643

(0.3%)

40(

(▲ 22.0%)

354

(▲ 12.8%)

被扶養者数
15,271

(AO.3%)

15,25

(AO.1%)

平均標準報酬月額
276,392

(▲ 0.2%)

275,151

(▲ 0.4%)

適用事業所数
1,622,704

(AO.1%)

1,621,100

(AO.1%)

l

○被保険者のうち、任意継続被保険者数は、23年度末現在で35万 4千人となり、前
年度末に比べ12.8%減少

○被扶養者数は、23年度末現在で1′525万 2千人となり、前年度末に比べ0。1%減少

○被保険者1人当たりの平均標準報酬月額は、23年度末現在で275′ 151円 となり前
年度末に比べ0.40/o減少

○適用事業所数は、23年度末現在で162万 1千事業所となり、前年度末に比べ

o.1%減少

医療費の動向

023年度の医療費総額 (医療給付費と自己負担額の合計額)は、5兆 5′ 614億円
となり、前年度と比べ2.0%増加

○ 保険給付費(医療給付費と現金給付費の合計額)は4兆 6′745億円となり、前
年度と比べて2.0%増加

その内訳として、医療給付費は4兆 1′ 645億円で、前年度に比べて2.4%の増
加、現金給付費は5′ 101億円で、前年度に比べて1.4%減少

(単位 :億円)
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協会けんぼのこれまでの財政状況①

〇 近年、医療費支出(1人 当たり保険給付費)が保険料収入 (1人 当たり標準報酬)の伸びを
上回り、格差が拡大。

○ 患者負担引上げ、診療報酬のマイナス改定、老人保健制度の対象年齢引上げ等が講じら
れてきたが、19年度以降は、構造的赤字が顕在化。

120

1.15

110

1.05

100

095

090

0.85

被保険者1人当たり保険給付費

1人当たり標2 報酬月額

(注)数値は平成15年度を1とした場合の指数で表示したもの
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協会けんぼのこれまでの財政状況②

○ 協会けんぱの設立に伴い、保険料率は、法定から協会決定に変更され、国会審議の対象とならなくなった(政管健保時代は、
｀

保険料率の水準も、一部負担割合の引上げや総報酬制への移行など政策パッケージの中で対応された)。

○ 協会けんばに移行してからは、保険料率以外の対応手段がなく、単年度収支均衡原貝1の下、保険料率の連続引上げを余儀
なくされている。

019年度から単年度赤字に陥り、18年度に5,000億 円あつた準備金 (累積 黒字・赤字)は 21年度末で▲3,200億円‐に悪化。
○ この▲3,200億 円の赤字は、22～ 24年度の3年間で解消する必要があり、単年度収支をプラスにして財政運営。|り しの ▲ 3,ZυU億円 f/J亦子 ほ 、ZZ～ Z4年度 の 3年同 で解 凋 ワ 0必 景 刀` め り、早 年 度 収 文 を ノフス l_して 財 llX連冨 。

Oこの赤字は結果的に2カ年で解消。これは保険料率の大幅な引上げに加え、賃金の下落幅が見込んだ幅より小さかつたこと
等によるものであり、財政の赤字構造が変つたわけではない。

22年度料率設定時には、その時点
の準備金赤字見込みの▲4,460億

を3年で解消するため単年度収支
1502億円のプラスを見込んだ

23年度料率設定時には、その時
点の準備金赤字見込みの▲1,116

億を2年で解消するため単年度収
支558億円のプラスを見込んだ

■4,935
15,000

13′000

11′000

9,CIC10

7′000

5,000

3′000

■000

▲ 1,000

▲ 3′000

▲ 5′000

▲ 7′000

保険料率B496● 3296

(H44月 ～ )

85% 8296

(H99月 ～ )
(H154月 ～ )



24年度の収支と全国平均保険料率

024年度の全国平均保険料率は、財政の赤字構造に加え、高齢者医療に係る拠出金が、対前年度で3,095

円の増加となり、9.5%から10.0%と0.50%ポイントの引上げとなつた。
O保険料率引上げ要因の内訳は、「高齢者医療に係る拠出金の増」が+0.38%、「保険給付費の増」が+0.18%、「標
準報酬月額低下等による収入の減」が+0.04%となつている。
Oこの引上げにより、被保険者1人当たり年額で18,718円 、月額で1,560円 の負担増、1事業所(1事業所の被保険者
数12.07人 )当たり年額で225,926円 、月額で18,829円の負担となる。

協会けんぼの収支見込み (医療分)

22年度 234■ 24年度

備 考
決算

直近での見直し
(23年12月 )

政府予]乗にこつく見込

み
(20年 12月 )

収

入

入

等脚
嘲
軸

囃
曜
狙

剛
悧
竃

よ

　

“

　

０１

保険‖降10]嗜

計 78J7` 79濯 82,9“

支

　

　

出

保険綸付贅

老人保腱枷出金

鵬 齢 納 雌

静〕
=齢

者す尋金

餌

ｌ

Ⅲ

川

服

‘

４

“

　

　

　

‐２

　

‐４

　

１

　

　

　

１

悧
‐
曜
闇
繊
‘
脚

側
‐

Ｍ
臨
眩
岬
＜
駆

1静鰤微動
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病床転換支援金

その他

ll 75,6“ 78,54 83.221

単年度収支差 2.5《 87( ▲23〔

準僣全残高 ▲6■ 231

o tn●Ila器 れて,性 tO.

保険料率増加の要因

+050%弓 1上げ

//

【増減要因】

・標準報酬月額低下等による収入の減    +004%
・保険給付費の増              +01896
・高齢者医療に係る拠出金の増X       +038%

・22年度及び23年度収支の改善      ▲011%
。その他                  +001%

(注)端散整菫のため、ll数が整合ロエ 場ヽ合がある。
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24年度都道府県単位保険料率について

023年度の都道府県単位保険料率についての支部長意見は、明確に「反対」する趣旨の意見の支部が27支部、
「極めて遺憾」「断腸の思い」「苦渋の決断」「他に選択肢はなく」などとした上で止むを得ないとする趣旨の意
の支部が15支部、明確な記載がない支部が5支部となつており、23年度保険料率に係る申出よりも厳しいもの
となつた(具体的な意見は次頁参照)。

024年 1月 27日 の運営委員会では保険料率変更についての了承とともに7頁、8頁の意見が示された。協会では1月 2

日で厚生労働大臣に認可申請を行い、2月 9日 付で認可された。

北 海 道 10 12% 石 川 県 10.03% 岡 山 県 |

10 06%

青 森 県 10 00% 福 井県 10 02% 広 島 県 10.03%

岩 手 県 9 93% 山 梨 県 9 94% 山 口 県 10.03%

宮 城 県 10 01% 長 野 県 9 85% 徳 島 県 10.08%

秋 田 県 10 02% 岐 阜 県 9 99% 香 川 県 10 09%

山 形 県 9.96% 静 岡 県 9.92% 愛 媛 県 10 03%

福 島 県 9.96% 愛 知 県 9 97% 高 知 県 10 04%

茨 城 県 9.93% 二 重 県 9.94% 福 岡 県 10 12%

栃 木 県 9.95% 滋 賀 県 9 97% 佐 賀 県 10.16%

群 馬 県 9 95% 京 都 府 9 98% 長 崎‐県 10 06%

埼 玉 県 9 94% 大 阪 府 10 06% 熊 本 県 10.07%

千 葉 県 9 93% 兵 庫 県 10 00% 大 分 県 10.08%

東 京 都 9.97% 奈 良 県 10.02% 宮 崎 県 10.01%

神奈川県 9.98% 和歌 山県 10.02% 鹿児島県 10.03%

9 90% 鳥 取 県 9.98% 10 03%

富 山 県 9.93% 島 根 県 10 00%
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24年度保険料引上げに際した、支部評議会からの意見

(各都道府県支部に事業主・加入者・学識経験者から構成される評議会が設置されている)

○ これ以上の保険料率の引き上げは、事業者が破綻する状態にある。10%が限界に達していることを認識して
ほしい。

O 不況下で企業の利益率は下がつている中、これ以上の負担増は事業主が従業員の雇止めを始めることに
つながる。

O 保険料率が0.5%引き上げになると、給与を0.5%引き下げて雇うか、非正規雇用にシフトすることになる。
中小企業や加入者に係る負担が増えるばかりで、まさに中小企業いじめである。

O 政府から何の対策や方向性も示されないまま、保険料率だけが10%に引き上げられるのは、納得のできるもの
ではない。今の政府と一方的に自制を強いるような健康保険制度に対する不信感に繋がつてきている。

O 政府が何もやらないツケを、協会けんぱや中小零細企業に押し付けている感じがする。

○ どこまで保険料が上がっていくのか、先が見えないことが大きな不安である。保険料の水準は『足りないから
上げる』という説明では、もう通らないレベルまで来ている。

O 国庫補助率20%への引き上げ、高齢者医療に係る拠出金の増加に対する公費投入を強く求めてきたが、
いずれも要望が反映されないことは非常に遺憾である。高齢者医療制度の拠出金等に協会予算の約4割を
拠出する現在の制度の在り方そのものに問題がある。

中小企業口小規模企業への影響を懸念する意見

国や政府への対応についての意見



【運営委員会より協会に示された意見(24年 1月 27日 )】

平成24年1月 27日
全国健康保険協会
理事長 小林剛殿

全国健康保険協会

運営委員会

平成24年度の都道府県単位保険料率の決定について

当委員会は、「協会けんぽの財政基盤の強化について (意見書)」 (平成23年5月 30日 )において、「平成24年
度保険料率が「3年連続の引上 Iザ」、「10%を 超える水準」とともに、健保組合の平均保険料率との更なる「格差の
拡大」という事態になるならば、もはや協会けんぼの存立自体が問われる危機的な状況となり、到底、加入者・事業
主の理解を得ることは困難である」と指摘し、「協会として自ら実行できる対策に最大限努める・二ともに、国庫補
助率本則上限の20%に向けた財政支援を是非とも実現させるべく、平成24年度概算要求に向けて、政務三役をはじめ
として、政府・与党及び関係方面に強力かつ粘り強く働きかけていくこと」を要請した。

当委員会の要請を受け、協会は本部・各支部ともに、半年以上にわたって要請行動を行つたにもかかわらず、結果
として、24年度概算要求に国庫補助率の引上げは盛り込まれず、24年度政府予算案においても国庫補助率の引上げは
行われなかつた。そして、当委員会の危惧は現実となり、24年度政府予算案を前提とした協会けんぼの24年度の平
均保険料率は3年連続の引上げになることに加え、10%の大台に達することとなった。当委員会として、このような結
果に対しては、まことに遺憾であると言わざるを得ない。

引上げ幅も050%と 大幅なものとなっており、そのうち、高齢者医療に係る拠出金等の増分だけで038%を 占めてい
る。景気の低迷で標準報酬は下がり、医療給付費が伸びている中で、3,000億円を超える拠出金等の負担増がいわば
天から降ってくるわけであるから、保険者の経営努力など遇かに及ばない制度的な問題により、加入者・事業主の負
担が増大していくという構造になつている。また、組合健保や公務員等の共済組合に比べて、協会けんぽの保険料率
が特に高いという格差の問題も大きい (※ )。 高齢化の進展等によつて一定の負担増にはやむを得ないところがある
としても、特に賃金の低い者が逆に重い率で負担するという、社会保障とは到底思えないような制度では、納得を得
ることは困難である。
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高齢者医療に係る現役世代の負担の増大は協会けんぽのみならず日本の医療保険制度全体の持続可能性を危うくし
ており、抜本的な改革は避けて通れない。また、保険料率の先の見えない度重なる引上げが、加入者の制度への不信
を一層拡大し、ひいては国民皆保険の根幹を揺るがしかねないという更に深亥Jな問題もある。
24年度の都道府県単位保険料率についての各支部や評議会の意見では、このような事態に対する怒り、苛立ち、あ

るいは無力感が表明されてぃる。昨年は、2年連続の引上げもやむを得ないという意見が多かつたが、ことここに
至つては、全47支部 口支部評議会のうち27の支部・支部評議会からは明確に反対意見が表明され、明確に反対し
なかつた支部・支部評議会でも「極めて遺憾」、「断腸の思い」、「苦渋の決断」、「他に選択肢はなく」などの記
載が見られ、あるいは「自庫補助率20%への引上げ」を条件とするなどとし、単純に賛成とする意見は皆無であった

当委員会としても、支部評議会議長との意見交換も行いながら、24年度の保険料率について検討を重ね、検討の過
程では、現行制度の枠組みでは限界があるということで協会に対して、関係方面への要請を更に続けるよう求めるこ
ともしたが、結果は既に述べたとおりである。このような結果に対する支部評議会ないしは支部長の意見は十分理解
でき・駐オ、当委員会としても多くを共有する。しかしながら、健康保険法により協会は定められたルールに従い保
険料率を設定する責務を負つており、また、24年度の協会財政については24年度の政府予算案を前提としなければ
ならないことを併せ考えると、苦渋の選択と言うほかないが、当委員会として、24年度都道府県単位保険料率を含む
定款の変更案を了承することはやむを得ないとの結論に至つたものである。

平成24年度の保険料率について遺憾ながらこのような形で決着を図らぎるを得ない以上、今最も強調すべきは25

年度以降に向けた行動の重要性である。協会は、国庫補助率の健康保険法本則上限の20%への引上 lザや高齢者医療制
度の見直しについて、更に強力かつ粘り強く要請を続け、かつ、広く国民の理解を求めていくべきである。同時に、
協会の自主性とそれに伴う責任をより広げる方向での制度見直しを求めていく必要もある。

特に、24年度は財政再建期間の最終年であり、何らかの法的な手当がなされない限り、25年度からは補助率が20%
どころか13%に下がってしまうという瀬戸際の年度である。協会として背水の陣であるどいう気構えを持つて全力を
尽くすよう当委員会として強く要請する。

※ 【平成22年度 (速報)】 平均標準報酬月額平均保険料率
協会けんぼ 27.6万円 9.34%
組合健保 363万円 767%
国家公務員共済組合 41.o万円 7.06%

(出典)平成23年11月 中央社会保険医療協議会資料
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保険運営の企画

023年度は医療費適正化をはじめ各分野についてパイロット事業を実施。24年度には順次、その成果
を全国展開していく。

支部数 内  容

保健事業等 7支部

○ 行政と連携した地域密着型の保健事業

O特定保健指導対象の被保険者への事前情報提供

O ITを活用した加入者の健康づくり支援と効率的な保健指導

○ 糖尿病重症化の予防

○ 事業所訪間を通じた保健事業等の促進

支部からの意見発信 1支部
O地域の医療政策の現状と課題について、必要な知識と分析手法等を習得

し関係方面へ意見発信

療養費適正化 2支部 ○鍼灸療養費の審査強化

保険証回収 1支部
〇任意継続資格喪失者に、自動音声案内により、保険証回収の督促を効率

的に行う
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ジェネリック医薬品の使用促進

○ ジェネリック医薬品に切り替えた場合の自己負担分の軽減額を通知。
23年9月 から11月 にかけ、約84万人の加入者へ通知し、23.3%にあたる約20万人がジェネリック医薬品に

切り替え、これにより年間約30億円程度の医療費の軽減効果を得た。

023年度のジェネリック医薬品の使用割合は数量ベースで23.4%(前年度22.4%)となっている。

> 40歳以上の加入者
> 軽減効果観200円以上

送付先:事業所

1453万人 38万人

(262%)

> 35歳 以上の加入者
> 軽減効果額300円 以上
※ 22年度送付者は除く

送付先 :事業所

549万人 11万人

(21.596)

168億円

> 35臓 以上の加入者
> 軽減効果額300円 以上

※ 22年度送付者は除く
※ 1回 目通知で切替なかつた者等

に対して2回目通知を実施。

送付先 :加入者

約52億円

【1回 目】(全支部)

84万人

【2回 目】(22支部)

21万人

20万人

(233%)

5万3,000人
(25.4%)

7,800万円

300億 円

9.36億円

約125億円

※1 軽減額/月 X12か月(単純推計)
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(件数 :件、金額 :億円。1件当たり金額:円 )

22年 度 23年 度

傷病手 当金

件 数
924,,70

102%)

909,017

(▲ 16%)

金 額
l,659

てム 240
1,621

(ム 20%)

1件 当たり金 額
179,382

(▲ 26%)
178,165

(▲ 0フ %)

出 産 手 当 金

件 数
115.640

(6 0%)

121,746
(53%)

金 額 姉
調

431

(50%)

出 産 育 児 一 時 金

件 数
414,313

● 5%)

405.416
(▲ 22“ )

金 額
1,717

(121%)

:,700

(▲ 21%)

高 額 療 養 費

現場 綸 付分

件 数
2.142.189

(7%)

2,208,779
(3%)

金 額
2,581

(131%)
2.675

(3 6■ )

1件 当たり金額
120,502

(53%)
121,1,4.

(05%)

現金 輪付分
(償 遺 払い )

件 数
773,101

(▲ 30%)
フ44,896

(▲ 3 7■ )

金 額
537

(ハ 8.3%)

610
(▲ 5 0%)

1件 当たり金額
60,417

(▲ 55%)
60,469

(▲ 14%)

計

件 数
2,15,370

144%)
2,953,675

(1 3%)

金 額
3,118

(87%)

3,185

(2 2%)

1件 当たり金 額
106,954

“

1%)

107.037
(08%)

柔道整復療姜費

件 欺
13,150,264

(44%)

13,651,151

(3 8“ )

金 額 ６４３
川 (0 6%)

1件 当たり金 額
4,809

(▲ 31%)
4.'37

(▲ 31%)

その他 の療姜 費

件 数
776.596

101%)
807,815
(40%)

金 額
108

(1 4%)

113

(44%)

1件 当たり金 額
13.380

(1 3%)

10,927

(03%)

現金給付の支給状況(健康保険事業)

0傷病手当金の支給件数は91万件となつており、前年度に比べ1.6%の減少と
なつている。支給額は1′621億 円となっており、前年度に比べ2.3%の減少となって
いる。

O出産手当金の支給件数は12万2千件となつており、前年度に比べ5,3%の増加
となっている。支給額は489億円となっており、前年度に比べ5.0%の増加となって
いる。

O出産育児一時金の支給件数は40万 5千件となつており、前年度に比べ2.2%の
減少となつている。支給額は1′700億円となつており、前年度に比べ2.1%の減少
となっている。

O高額療養費(償還払い)の支給件数は74万 5千件となっており、前年度に比ベ

23.7%の減少となつている。支給額は510億円となっており、前年度に比べ5.0%
の減少となつている。
なお、現物給付による高額療養費の支給件数は220万9千件t支給額は2,675

億円となつており、高額療養費全体では295万4千件、3′ 185億 円となっている。

O療養費については、柔道整復療養費の支給件数は、365万 1千件となつており、
前年度に比べ38%の増加となつている。支給額は647億 円となつている。人口当
たりの柔道整復師数と柔道整復療養費の件数には相関関係が見られ、ここ■o年

間で柔道整復師数が急増していることを背景に療養費も大幅に伸びている。
なお、その他の療養費の支給件数は80万 8千件となつており、前年度に比べ 、

34,0%の増加となつている。支給額は113億円となつており、前年度に比べ4.4%
の増加となっている。

※括弧内は対前年度増減率
※件数は、人数とは異なり、例えば1人2ヶ月間受給される場合は2件
とカウントされている。
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サービス向上のための取組み

お客様満足度調査
,

○ 訪問目的の達成度 (前年度と同率)を除いた指標は前年度と比較し向上した。
指標 22年度 23年度

窓ロサービス全体としての満足度 94.8% 955%
職員の応接態度に対する満足度 949% 952%
訪問 目的の達成度 95.5% 955%
窓口での待ち時間の満足度 91.6% 92.3%
施設の利用の満足度 8210/0 83.2%

サービススタンダード

0サ ービススタンダードの達成率 (10営業日以内に振込むことができた割合)は99,76%で、平均所要日
数はフ.81日 となつている。

窓ロサービスの展開

○ 各種申請書等の受付や相談等の窓ロサービスにつぃては、支部窓回のほか248ヶ所の年金事務所(分
室も含む)に設置している。

被保険者証の交付

○ 健康保険証ついては、日本年金機構から被保険者の資格に関する情報を取得した当日、若しくは翌日
には事業所等に健康保険証を送付することとしている。

※当日送付が26支部(前年度23支部)、 翌日送付が21支部(前年度24支部)となつている。



適正な現金給付業務の推進及び債権の発生防止と早期回収

適正な現金給付業務の推進 l一一―――――一¬

○ 財政状況が厳しい中、傷病手当金等に係る不適切な申請事案に対しては厳格に対処し、不正受給を見
逃さない方針で審査を実施。

O傷病手当金、出産手当金等については、不正請求の疑いがある申請等に対応するため、22年度に立ち
上げた「保険給付適正化プロジェクトチーム」を活用し、審査`調査の厳格化に取組む。

O柔道整復施術療養費等については、加入者への文書照会を実施し、請求内容が疑わしいものについて
はt必要に応じ施術者に照会を行う等、審査業務を強化。

債権の発生防止及び早期回収

○ 被保険者証の回収の催告

・ 1回 目の催告 (一次催告)を 日本年金機構から行い、これにより回収できなかった方には協会から繰り返
し催告を実施。今後さらに、事業所訪問や電話による催告を実施するなど、一層の回収強化に向け取組
みを行う。

・ 医療機関でのポスターの掲示、保険料納入告知書へのチラシの同封などにより資格喪失後受診の防
止について周知を図る。

O債権の回収

・ 発生した債権については、支部毎に回収目標値を設定し、債権回収業務を実施。特に債務者の返還意
識の高い新規発生債権や債権額が比較的高額で損害保険会社が関係する損害賠償債権などについて
は、重点的に早期回収に努め、債権を発生原因、債権額、納付約束等に分類し、これに応じた納付勧奨
を実施。

・ 納付拒否者に対しては、法的手続きによる回収についても検討しており、23年度は11支部において法的
手続きを実施。24年度は全支部で実施する。
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レセプト点検の効果的な推進

〇 以下の取組みにより、被保険者1人当たりのレセプト点検効果額は、特に内容点検で対前年度比で23.8%
増と大きく上回つた。
日各支部で、内容点検効果額の具体的な数値目標を設定し、この目標に向けた行動計画を策定し、支部の
実情に応じた点検体制 (チームマネジメント体制)を構築し業務を実施。本部は各支部の行動計画の進捗
管理を適宜実施し必要に応じ個別指導を実施。

・ 点検効果向上のためのブロック会議やレセプト点検に係る知識、技術を習得するための研修の実施のほ
か、協会内のLANの掲示版を活用した事例検討(Q&A)を実施するなど、点検情報の共有化、点検技術
の全国的な底上げを図つた。

・ 点検業務の効率化を図るため、疑義のあるレセプトを自動的に抽出し点検できるレセプトの範囲や項目を
拡充し、抽出精度のアップを図つた。

こ点検業務のレベルアップ、競争性の確保の観点から、内容点検の一部外注化を実施。

【被保険者 1人当たリレセプト点検効果額の推移】

23年 10月 より実施している請求前資格確認の分
は含んでいない※16年度～20年度の上期までは

社会保険庁における実績

47    資格点検

1,500

内容点検
1,000

● ― ~~~・ ~■ ~~← ~~~~ ‐ ｀ ~―
● ― ‐ ― ―●‐― ~~~ケ ´

外傷点検

年度
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特定健康診査及び保健指導

特定健康診査

21年度 22年度
23年度
(速報)

被保険者 (40～ 74歳 ) 38.391 40.9% 42.7%

被扶養者 12.2% 13.1% 13.8%

事業者健診取得件数 27,580 131,024 246,807

事業者健診取得率 0,2% 1.2% 2.2%

040歳以上の被保険者の健診実施率は42.7%となり、22年度と比較し1.8%増となつた。

・ 23年度は健診受診者の受入れ態勢の拡大と利便性の向上を図るため、新たな健診実施機関を増やし、対前年度比91増の
2,711カ所とした。

・ 健診受診者が希望した場合においては胃内視鏡検査の実施を可能にするなど、23年度の生活習慣病予防健診の実施要

綱等の見直しを実施。
・ 事業主の皆様の受診手続きの軽減を図る取組みとして、健診対象者データのダウンロードサービスを開始した。

O被扶養者の健診受診率は13.8%となり、22年度と比較し0.7%増となつた。

日受診手続きの簡素化を図るため、申請手続きを省略しあらかじめ受診券を発行する方式を実施。23年度はさらに受診券を
直接自宅に送付する取組みを4支部でモデル的に実施。
・ 健診機関増加策として、健診機関の全国組織6団体との契約を締結。
・ 市町村が実施するがん検診等が同時に受けられるよう、他の保険者、市町村との連携強化を進めた。

○ 事業者健診結果の取得件数は246,807件 、取得率は2.2%となった。

本人の同意がなくても事業者健診の結果を保険者に提供できる仕組みや、健診結果を積極的に保険者に提供することにつ

いて事業主へ周知するようこれまで国に要望していたところ。この要望を受け、24年5月 に事業者健診データの医療保険者ヘ

の情報提供について再度周知を図る通知が国から発出された。今後はこの通知に沿つて事業主への働きかけを強化し、事業

者健診データの取得を促進する。
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保健指導

【被保険者

21年度 22年度 そ齢
実施率 4.8% 62% 860/●

特定保健指導 初回面談 127,092 139,392 199,769

6カ月後評価 44,440 61,443 921564

その他保健指導 341,603 316,982 212,254

保健指導体制 (保健師等数 ) 628 628 686

○ 被保険者に対する保健指導の実績は初回面談が199,769人 、6か月後の評価まで完了したものが92,564件とな
り、実施率は8.6%となつた。

・ 事業所との距離を縮め、健康づくりや医療費への認識を事業主に深めていただくため、支部の幹部が事業所訪間を行
い、医療費データや健診結果データを使用し保健指導受入れのお願いを行つた

・ 保健指導機関等への外部委託について、電子媒体による報告や請求などシステム面での対応を整備し、新たな委託
機関数を増やし、対前年度比316増の577カ所とした。

口保健指導対象者が増加する中、対象者のニーズに合わせた対応と情報提供などのサービス充実のためにI‐「ツールの
活用を進め、23年度は新たに14支部において導入。

・ 休日や夜間の保健指導や公民館等の公的施設を利用して保健指導を実施

【被扶養者】

21年度 22年度 23fF月電
(速報 )

実施率 04% 1696 2.09/o

初回面談 812 1,129 1,348

6ヶ月後評価 224 810 1,018

○ 被扶養者に対する保健指導の実績は、初回面談1,348人、6ヵ月後評価実施が1,018人となつた。実施率は
2.0%となつた。
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業務・システムの刷新

○ 現行のシステムについては、サーバー等の機器の経年劣化に伴うトラブルの回避、更新について検討が必要になつ
ているほか、大量データ処理に効率的に対応しきれていない等の課題がある。また、業務プロセスについても大量の

紙を使用する処理となつているなど、早期に解決すべき課題があることから、業務の効率化、合理化に向けて見直して
いく必要がある。

○ これらの課題に対処するため、業務ロシステム昂1新では、5年程度となっている機器更改の時期を10年程度とするシ

ステム設備の耐用年数の長期化、データを一元管理する統合データベースの構築、データ分析・活用ツールを利用し
た情報収集・分析・発信機能の強化、事務処理のペーパレス化口自動化、定型的事務の集約化によるスケールメリット

を活かした効率化等を実施していくこととしている。         、

これらの施策により、加入者サービスの向上や事務処理品質、提供スピード等の改善を図り、業務プロセスロシステ
ムの改革、業務の改革及び意識の改革を推進していくこととしている。

023年度においては、4月 に「業務ロシステム刷新準備室」及び「業務ロシステム刷新会議」を設置して内部体制を整
え、22年度に実施した業務・システム昴1新調査の結果に基づき、刷新の基本方針、スケジュァル、調達計画及び具体
的施策等を策定した。
そして、具体的施策を実現するための新しい業務プロセス及びこれを支えるシステムの機能等を決定する「要件定

義」を実施するとともに、システム構築を円滑に実施するため工程管理支援事業者等の事業者の調達手続を進めた。
24年度以降も、引き続き各種調達を実施し、段階的に新システムの設計及び構築を進めていくこととしている。
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船員保険事業について



加入者数、船舶所有者数、医療費の状況 (船員保険事業)

19    1

加入者、船舶所有者の動向

(加入者:人、平均標準報酬月額 :円 )

22年度 23年度

被保険者数
59,981

〈▲14%)
53,722

(▲ 21%)

うち疾病任意継

続被保険者数

3,756

(▲ 95%)
3.508

(▲ 66%)

被扶養者数
76.344

(▲42%)
73,468

(▲ 38%)

平均標準報酬月額
388,287

(▲ 06%)
387,114

(▲ 03%)

船舶所有者数
6.001

(▲ 11%)
5,924

(▲ 13%)

(注)( )内 は、対前年度増減率である。

○ 被保険者数は、23年度末現在で58,722人 となっており、前年度末に比べ2.1%
減少

○ 被保険者のうち、疾病任意継続被保険者数は、23年度末現在で3,508人 となっ
ており、前年度末に比べ6.6%減少

○ 被扶養者数は、23年度末現在で73,468人 となり、前年度末に比べ3.8%減少

○ 被保険者1人当たりの平均標準報酬月額は、23年度末現在で387,114円 であり
前年度末に比べ0.3%減少

○ 船舶所有者数は、23年度末現在で5,924船舶所有者であり、前年度末に比ベ
13%減少

医療費の動向

0 23年度の医療費総額 (医療給付費と自己負担額の合計額)は、246億円とな
り、前年度と比べ0.1%増加

○ 保険給付費 (医療給付費と現金給付費の合計額)は 226億 円となり、前年度
と比べて12%減少

その内訳として、医療給付費は192億 円で、前年度に比べて1.3%増加、現金
給付費は35億 円で、前年度に比べて13.4%減少

(単位 :億円)

22年度 23年度

医療費総額
245

(▲ 540/1)

246

(01%)

蘇:険給付費
229

(▲ 76%)
226

(▲ 12%)

医療給付費
189

(▲ 62%)
192

(13%)

現金給付費
40

(▲ 140%)
35

(▲ 134%)

(注)( )内 は、対前年度増減率である。



船員保険事業の概況

1)保険者としての総合的な取組の推進

加入者の疾病の予防や健康増進、医療の質の確保、医療費適正化のため、加入者や船舶所有者に対する情報提供、保健・福祉事業の効

果的な推進、各種給付の適正かつ迅速な支払い等の取り組みを総合的に推進した。

2)情報提供 口広報の充実
〇「船員保険マンスリー」のホームページヘの掲載
○バンフレット「船員保険業務のご案内」の作成

○リーフレット「船員保険通信」の作成
○短波無線によるFAX放送を利用した広報 等           _

3)健全かつ安定的な財政運営の確保
船員保険の中期的収支見通しを作成し、船員保険協議会で検討。

4)準備金の安全確実かつ有利な管理・運用
22年 6月 から金銭信託 (運用対象は満期保有を原則とした日本国債)に より運用。

1)サー ビス向上のための取組

① お客様満足度調査

疾病任意継続被保険者の保険証並びに傷病手当金及び高額療養費の支給決定通知書を送付する際にアンケー トはがきを同封し、お

客様満足度調査を初めて実施した。 (23年 12月 ～24年 1月 )

指標
保険証を送付した疾病任意継続

被保険者の方

傷病手当金・高額療養費の支給決

定通知書を送付した方

申請手続き期間に対する満足度 370/o 410/●

申請書の内容等に対する満足度 360/o 310/●

職員の応接態度に対する満足度 630/o 560/o

申請手続き全体に 対する満足度 369る 41%



② サービススタンダー ド

サービススタンダー ドの達成率 (10営業日以内に振込むことができた割合)は 23年度全体では990%であるが、23年 9月 以降は毎
月100%を達成している。また、平均所要日数は717日 (22年度は10.44日 )であった。

③ 保険証の発行

保険証の発行に要する日数については、23年度の平均は204日 (22年度は284日 )であり、目標指標である3営業日以内を達成し
ている。

④ 疾病任意継続被保険者の保険証の発行

疾病任意継続被保険者の保険証の発行に要する日数については、23年度の平均は228日 (22年度は368日 )であり、日標指標で
ある3営業日以内を達成している。

2)被扶養者資格の再確認

東日本大震災の影響により見送ることにした。

3)医療費のお知 らせの実施

協会移管後初めて24年 3月 に送付した。

4)レセプ ト点検の効果的な推進

実務研修会の実施やレセプトシステムの抽出機能を強化したが、協会移管前後に発生した滞留分の影響がなくなったこと等により、
23年度の効果額は22年度と比べ減少した。

被保険者 1人当たり効果額

資格点検 1,638円 (2,357円 )

内容点検 1,244円 (1,967円 )

外傷点検 606円 (619円 )
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1)特定健康診査及び特定保健指導の推進

健診実施機関の拡大など、受診しやすい環境の整備を進めたが、東日本大震災の影響もあり、健診や特定保健指導の実施率 (速報
値)は、ほば、前年度と同程度の水準にとどまつた。

【健診の実績(速報値)】

22年度 23年度

生活習慣病予防健診

(被保険者の特定健診 )

40-74膚曼

33.70/o 33.80/o

生活習慣病予防健診

(被保険者 )

35-39備曼

4020/o 40.10/o

特定健康診査
(被扶養者)

40～ 74歳

8.50/● 8.80/o

特定保健指導
(被保険者 )

初回面談 23.10/0 23.30/o

6か月後評価 640/● 5.50/o

特定保健指導

(被扶養者 )

初回面談 560/0 1.90//o

6か月後評価 2.60/0 0.4%

(注 )船舶所有者からの船員手帳健康証明取得分を含めていない。

2)加入者に対する生涯にわたる健康生活支援のための総合的な取組の着手

23年度より「船員保険生涯健康生活支援事業」を新たに実施した。具体的な取組みは、次のとおり。
・オーダーメイ ドの情報提供冊子を作成
・「糖尿病の予防と治療」及び「薬の上手な使い方 保管方法」の2テーマについて、バンフレットを作成
・船員労使団体が開催する研修会に保健師を派遣
・レセプトデータの調査分析
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船員保険における平成23年度の総括

船員保険事業が国から協会に移管されて2年 3カ 月が経過しました。23年度
は、「安定的かつ健全な事業運営基盤の確立」と「加入者一人ひとりの健康
増進」を目指して事業運営を行つてきました。

その結果、各種現金給付の支払いや保険証の交付などの基礎的な平常業務
については、所要日数が短縮されるなど業務運営が軌道に乗りました。また、
医療費通知、お客様満足度調査、船員保険生涯健康生活支援事業などの新 し
い取り組みにも着手しました。

一方で、東日本大震災の影響もあり、特定健診や特定保健指導の実施率は
伸び悩みました。また、被扶養者資格の再確認を見送るなど、計画どおりと
ならなかつた事業も生じました。

こうした状況を踏まえ、24年度においては、加入者の健康生活を支援する
ための各種事業や医療費適正化対策に関する取 り組みを一層強化 し、保険者
機能を十分に発揮できるよう努力してまいります。また。中長期的な財政見
通 しを踏まえながら、引き続き健全な財政運営に努めてまいります。
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東日本大震災への対応について



東日本大震災への対応について

○ 東日本大震災発生以降、被災した加入者や事業主及び船舶所有者の皆様に対して特別法及び国の方針
に基づいて費用負担や保険給付に関し、主に以下のような対応を行つた。

O医療機 関における一部

負担金等の猶予、免除

※ 1

医療機 関の窓 口での

―部負担金等の支払

いを猶予 し、保険者で

徴収を更に猶予

立法後は免除

※対象者は、住居の全半
壌、原発事故に伴う警
戒区域等の住民など

健 康 保 険法 等 の規 定 に

よ り、保険者判断で実施

可能
ヽ

特例法による措置

平成 24年 2月 末で終 了

O健診・保健指導の費用の

選付

整

特定健診 、特定保健

指導等の 自己負担分
の選付 ⇒

L
国か らの協 力依 頼 に よ

り実施
ア

0社会保険料の納期限延

長、免除

[日本年金●●の措測

被災 した事業所の社

会保険料の納期限を

延長 し、更に一定条件
で免除

特例法による措置

平成 24年 2月 末で終了

O標準報酬 月額 の改定の

特例

[日本年金機‖の措置]

被災した事業所の被
保険者の標準報酬月
額の特例的な改定を
実施

L

ア

0傷病手 当金等 に関す る

特例

被災者 に対す る傷病

手当金等について改
定前の標準報酬 月額
に基づき給付

Xl一部負担金等の免除証明書の発行状況(24年6月 末現在)

健康保険  296,131件  船員保険 8′288件

※2健診・保健指導費用の還付状況 (23年度受診分・24年 6月 末現在 )

・生活習慣病予防健診  健康保険 9′612件  船員保険 112件
・特定健診
・特定保健指導

健康保険 1,915件  船員保険 65件
健康保険  6件  船員保険 0件
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資料 2-2

23年度の協会会計と国の特別会計との合算ベースでの収支と協会決算との相違(医療分)

④過誤納保険料等
17億円 ③業務勘定繰入

(適用・徴収経費)

148億円 合算ベースに

(保険料

[:魏②雑収入
(前年度の業務勘定繰入余剰金等)

10億円

保険料等交付金
6Q559億円(①+②)― (③+④)一⑤

謄

Ｅ

※A、 Bの決算書類には、介護分も計上されます。

【厘ヨ】

年金特別会計
業務勘定【巨ヨ】

年金特別会計
健康勘定

⑤23年度保険料収入
のうちの未交付分 1,245億円

(収入)

保険料等交付金 66′559億円
任継保険料    893億円
国庫補助金等  11′539億円
その他     176億 円

【協 会】

(支出)

保険給付費
拠出金等
業務経費・一般管理費
その他



.協会けんぼの財政構造 (23年度決算見込み)

収 入 8兆577億円 支 出 7兆 7′992億円

現金給付
0.5ツヒFl

(6.6%)

健診・

保健指導
670億円

協会

事務経費
340億円

その他の

支出

円

(0.3%)

(0.9%) (0.4%)

雑収入等
190億円

(0.2%)

署奎稚
の

・ジェネリックの使用促進

・レセプト点検

・保健事業

・医療費情報の提供

(注)端数整理のため、計数が整合しない場合がある。



平成23年度全国健康保険協会(健康保険)決算報告書の概要

> 健康保険勘定の収入は8兆 6,464億 円となっており、その主な内訳は、保険料等交付金が7兆 2,549億円
(83.9%)、 任意継続被保険者保険料が970億円(1.1%)、 国庫補助金・負担金が1兆 2,769億 円(14.8%)等となつ
ています。

> 健康保険勘定の支出は8兆 6,464億 円となっており、その主な内訳は、保険給付費が4兆 6,997億 円(54.4%)、
後期高齢者支援金等の拠出金等が2兆9,752億円(34.4%)、 介護納付金が7,403億円(8:6%)、 業務経費・=般管理費が1,013億 円(1.2%)、 準備金繰入が1,233億 円(1.4%)等となっています。

> 健康保険勘定の財政収支については、準備金繰入を除くと収支差は1,233億円になります。

(注1)東 日本大震災関係の特例等は以下の通り。

① 国庫補助金等には災害臨時特例補助金(291億円)、 震災に係る特定健康診査・保健指導補助金 (0.3億円)を含めて
計上している。

② 保険給付費には一部負担金等免除に伴う費用(107億円)、 傷病手当金等に関する特例に伴う費用 (0.2億円)綸めて
計上している。

③ 業務経費。一般管理費には健診及び保健指導の自己負担金の免除に係る費用(0.5億円)を含めて計上している。

(注2)期首及び期末に短期借入金残高はないが、期中の借入金に係る利息額(0.1億円)を借入金償還金に計上している。

(注3)計数は、四捨五入のため一致しない場合がある。

23年度予算
(① )

23年度決算(② )

1  医療分  1 介護分
差額(②―①)

収

　

入

保険料等交付金

任意継続保険料

国庫補助金等

その他

短期借入金

72,541

1,09〔

12,40〔

19〔

3,34(

72,549

970

12,769

176

66,559

893

11,539

176

5,990

76

1,230

∠ゝ  128

360

∠ゝ  17

∠ゝ 3,340

(小計)   79,168 7,296

計 89,58〔 86,464 ∠ゝ 3,12(

支

　

出

保険給付費

拠出金等

介護納付金

業務経費。一般管理費

その他

準備金繰入

借入金償還金

47,261

29,723

7,402

1,334

56

472

3,340

46,997

29,752

7,403

1,013

66

1,233

0

46,997

29,752

1,013

65

1.341

7,403

1

∠ゝ  108

△
２６

２９

１

３２‐

′

△

10

761

△ 3,340

(小計)   79,168 7,296

計 89,58` 86,464 △ 3,12(



平成23年度全国健康保険協会(船員保険)決算報告書の概要

ゝ 船員保険勘定の収入は480億円となつており、その主な内訳は、保険料等交付金が344億 円(71.7%)、 任意
継続被保険者保険料が14億円(2.0%)、 国庫補助金・負担金が36億円(7.4%)、 職務上年金給付等交付金
が80億円(16.6%)、 準備金戻入が5億円(1%)等となっています。                ヽ

> 船員保険勘定の支出は480億円となっており、その主な内訳は、保険給付費が270億 円(56.3%)、 後期高齢
者支援金等の拠出金等が108億 円(22.6%)、 介護納付金が33億円(6.8%)、 業務経費・一般管理費が33億

円(6.8%)、 準備金繰入が34億円(7.1%)等となっています。

> 船員保険勘定の財政収支については、準備金繰入を除いた収支差は34億円となります。

(注1)東 日本大震災関係の特例等は以下のとおり。

① 国庫補助金等には災害臨時特例補助金(5億円)、 震災に係る特定健康診査・保健指導補助金 (0.4百 万円)を含め
て計上している。                                   ′

② 保険給付費には一部負担金等免除に伴う費用(3億円)、 傷病手当金等に関する特例に伴う費用(3百万円)を含め
て計上している。

③ 業務経費・二般管理費には健診及び保健指導の自己負担金の免除に係る費用(1百万円)を含めて計上している。

(注2)計数は、四捨五入のため一致しない場合があるし

(単位 :億円)

23年度

予算額(a) 決算額lb)
予算決算
,自客百(b― a)

収

　

入

保険料等交付金

任意継続保険料

国庫補助金等

職務上年金給付等交付金

その他

準備金戻入

344

15

30

82

1

5

４

　
　
１

　
　
３

　
　
８

△ 1

5

△ 3

1

0

計 478 48C

支

　

出

保険給付費

拠出金等

介護納付金

業務経費。一般管理費

その他

予備費

準備金繰入

281

111

33

39

1

3

10

270

108

33

33

2

34

どゝ  11

△ 3

△ 0

△ 6

1

△ 3

24

計 478 480



平成 23年度事業報告書

(協会 けんぼ 2011)

|||1111111111111,111

加入者、事業主及び船舶所有者の皆様へ .… …………………………………………5

第 1章 全国健康保険協会の概要

1.理念 .… …………………,● …………………………………………………………・6

(1)基本使命 .… …`.… ………………………………1・ …………………………6

(2)基本コンセプ ト.… ……………………………………………………………6

2.平成 23年度の事業運営方針 .… ……………………………………………………6

3.その他 .… …………1・ …………………………………………:… ………………・8

第 2章 カロ入者数、事業所数、医療費の状況

1.健康保険事業 .… ………………:・ ………………………………………:・ ………10

(1)加入者、事業所の動向 …………………………………………………:..10

(2)医療費の動向.… ……………………………………………………………・11

2.船員保険事業 .… ……………………………………:・ ……………………………12

(1)加入者、船舶所有者の動向.… ……………………………………………・12

(2)医療費等の動向 .… …………………………………………………………・12

第 3章 健康保険の財政の動向と健康保険料率の引上げ

1.平成 24年度予算編成と保険料率引上げへの動き ……1.… :.… ……………14

(1)こ れまでの財政状況……:.… …………………………………………1・・,14

′(2)24年度保険料率の引上げの背景 .… …………∴・………………………・17

(3)24年度都道府県単位保険料率の引上げについて .… ……………………27

2平成 23年度決算の状況 .… ……………………………………………………:・ …32

(1)合算ベースによる 23年度の収支の決算 (見込み)について(医療分).… 32

(2)協会の決算の状況 .… ………………………………………………:・ … 1・ 35

3.今後の財政の見通し,… ……………….=… ………………………………………・36

事業期間 :平成 23年 4月 1日～平成 24年 3月 31日

全国健康保険協会



第 4章 事業の概況

1.保険運営の企画 .… ………………………………………………………………… 38

(1)保険者機能の発揮による総合的な取組みの推進 .… ……………………・38

(2)地域の実情に応じた医療費適正化の総合的対策 .:… ………………… 39

(3)ジェネリック医薬品の更なる使用促進 .… ………………………………・39

(4)関係方面への積極的な意見の発信 .… ……………………………………・42

(5)調査研究の推進等 .… …_… ………………………………………………・44

(6)加入者に響く広報の推進 .… ………………………………………………・46

(7)保 険料率引上げに係る周知広報 .… ………… :・ ………..… …………… 47

2.健康保険給付等 .… ……………………:・ ………………………………………… 49

(1)現金給付の支給状況 .… ……………………………………………………・49

(2)サ ービス向上のための取組み .… …………………………………………・54

(3)窓 ロサービスの展開 .… …………………………………………………… 56

(4)適 正な現金給付業務の推進 .… 、,… ………………………………………・56

(5)被扶養者資格の再確認 .… …………………………………………………・57

(6)債権の発生防止及び早期回収 .… …………………………………………・57

3.レセプ ト点検の効果的な推進 .… …………………………………………………・59

(1)効果的なレセプ ト点検 .… …………………………………………………・59

(2)多数回受診への対応 ……………………………………………………… 60

4.保健事業 .… ………………………・・……………………………………………… 62

(1)特定健康診査及び特定保健指導の推進 .… ………………………………・62

(2)保健事業の総合的かつ効果的な推進 .… …………………………………・75

5.船員保険事業 .… …………………………………………………………………… 78

(1)保 険澤営の企画 。実施 .… …………………………………………………・78

(2)船員保険給付等の円滑な実施 .… …………………………………………・79

・
(3)保健・福祉事業の着実な実施 .… ………………………………………。・・83

6.組織運営及び業務改革 .… ………………………………………………………… 86

(1)組織や人事制度の適切な運営 .… …………………………………………・86

(2)人材育成の推進 .… …………………………………………………………・87

(3)業務改革の推進 .… ………:… ……………………………………………・88

(4)経費の削減等の推進 .… ……………………………………………………・89

第 5章 東 日本大震災における影響と対応について

(1)被災者、事業主及び船舶所有者への対応 .… ……………………………・。1

(2)そ の他協会の被災者・事業主に対する支援 .… … .… …………Ⅲ・……・93

(3)国 の財政支援について ,… …………………………………………………・93

第 6章

(1)

(2)

(3)

平成 23年度の総括と今後の運営

健康保険における平成 23年度の総括 .… ………………・

今後の健康保険の運営 .… …………………………………………………・

船員保険における平成 23年度の総括 ………1.… …………………1・ …

全国健康保険協会の予算 。決算書類について .… …………………………………・99

平成 23年度の財務諸表等 .… ………………………………………………………・101

合算ベースの収支状況 .… ………………・f… ……………………………………… 140

都道府県支部別の収支状況 .… ……………………………………………………… 143

各支部の事業の運営状況 .… ………………………………………………………… 145

協会の運営に関する各種指標 (数値).… …………………―…………………… 170

参考資料

協会けんぽの医療費の特徴について .… ………………………………………… 193

協会けんぽ被保険者の健康診査に関する分析 .… ……………………………… 202

協会けんぽ加入者の受診行動の分析 .… ………………………………………… 242

柔道整復療養費請求部位数、日数の状況 ……………………………………… 263

医療と健康保険制度等に関する調査 (概要).… ……………………………… 264

お客様満足度調査の結果について 。……………………………………………… 269

-2- -3‐



・保険者機能強化アクションプラン .… …………………………………………… 274

。本部及び支部の所在地 .… ………………………………………………………… 276

皆様には、平素より全国健康保険協会の事業運営に対する格別のご理解とご協力を賜わり、

厚く御ネしを申し上げます。

協会は保険者機能の十分な発揮、加入者・事業主の皆様の意見の反映、都道府県単位の運営

など、新たな保険者を創るということで、20年 10月 に政府管掌健康保険を、さらに22年 1月

には船員保険を国から引き継ぎ、設立からこれまでの間、加入者や事業主及び船舶所有者の皆

様に向けたサービスの向上、医療費適正化や業務効率化に積極的に取り組んでまいりました。

日本の経済が低成長・マイナス成長の時代に入り、社会保障市1度を支える現役世代の収入の

伸びが期待できなくなつてきている中、厳しい経営環境にある事業主及び船舶所有者、あるい

は加入者の皆様に保険料のご負担をいただいております。特に健康保険の24年度の保険料率

は全国平均では3年連続の引き上げで(10%の ご負担をお願いすることになり大変心苦しく思

つております

私たちは、引き続き、カロ入者や事業主及び船舶所有者の皆様のご理解をいただきながら、業

務の効率化 。経費の削減に努め、貴重な保険料を活かしていかなければならないと考えており

ます。同時に、1世界に誇る日本の国民皆保険の一翼を担い、病気にかかったときにきちんと医

療を受けられるよう、健康保険及び船員保険を安定的に運営するという公共的な使命も担つて

おります。これらの使命を果たすため、協会本部に設置された運営委員会及び船員保険協議会、

都道府県支部に設置された評議会において、業務運営について審議いただくなど、今後とも透

明性の高い運営に努めていくとともに、役職員一九となって改革を実践してまいりたいと考え

ております。

引き続き、加入者の皆様から、「協会けんぽになって本当に良かつた」と喜んでいただけま

すよう、協会の総力を結集して進めてまいります。今後とも皆様からのご指導とご支援を賜り

ますようよろしくお願い申し上げます。

全国健康保険協会

理事長 小林 岡J

-5-
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l① 基本使命

全国健康保険協会 (以 下「協会」という。)は、保険者として健康保険及び船員保険事

業を行い、カロ入者の皆様の健康増進を図るとともに、良質かつ効率的な医療が享受できるよ

うにし、もってカロ入者及び事業主の皆様の利益の実現を図ることを基本使命としています。

組んでいます。

・加入者及び事業主の皆様の意見に基づく自主自律の運営

,カロ入者及び事業主の皆様の信頼が得られる公正で効率的な運営

・加入者及び事業主の皆様への質の高いサービスの提供
・被用者保険の受け皿としての健全な財政運営

中期的な財政見通しを踏まえ、保険料負担をできるだけ上げないよう、地域の実情に応 じ

た医療費の適正化のほか、業務改革、経費の節減等のための取組みについて一層強化します。

また、国庫補助率の引上げを含めた抜本的な対策が講じられるよう国及び関係方面に引き続

き働きかけていきます。なお、国による社会保障と税の一体改革の動向や社会保障 。税番号

制度の動向に留意します。

また、加入者の疾病の予防や健康増進、医療の質の向上等のため、21年度からおおむね 2

～3年程度を集中的な保険者機能強化の取組期間に位置づけており、「保険者機能強化アク

ションプラン」に基づき、取組みを総合的に推進します。

あわせて、都道府県支部間の医療費の地域差の状況に鑑み、その差の縮小に向け、医療費

の低い支部等に関する情報の収集・分析や、都道府県、他の保険者等との連携を深めます。

また、協会の組織面においても、実績や能力本位など民間にふさわしい人事制度や組織基

盤を定着させていくとともに、協会のミッションの徹底や、人材育成等を通じて、職員の意

識改革を進め、新たな組織文化・風土を形成していきます。

協会の運営については、情報発信を強化し、スピー ド感をもつて実行に移していくととも

に、指標 (数値)化を行い、定期的に公表するものとし、運営委員会及び支部評議会を基軸

として、力日入者及び事業主の皆様の意見に基づき、PDCAサ イクルを適切に機能させてい

きます。

,ま た、保険料収納や保険証交付の前提となる被保険者資格の確認などを担う日本年金機構

との連携を深め、円滑な事業実施を図ります。

【船員保険事業】

23年 3月 に策定した 23年度の事業運営の基本方針は、次のとおりです。

(1)協会が保険者として船員保険事業を運営するに当たつては、上記 1の協会の理念 (基

本使命・基本コンセプ ト)に 立脚した上で、「船員保険事業を通じ、わが国の海運と

水産を支える船員と家族の皆様の健康と福祉の向上に全力で取り組む」という基本的

な考え方にたって事業運営に取り組みます。

(2)23年 度は、加入者の皆様に信頼される事業運営を目指し、「安定的かつ健全な事業

運営基盤の確立Jと 「カロ入者一人ひとりの健康増進」を事業運営の基本に据え、以下

の考え方のもとに着実な事業運営に努めます。

【健康保険事業】

23年 3月 に策定した23年度の事業運営の方針は次のとおりです。

協会は、標準報酬の大幅な落ち込み等により、21年度末に準備金残高が大幅な赤字とな

ぅなど、極めて厳しい財政状況のもと、22年度は保険料率を大幅に引上げざるを得ません

でした。その後も、依然として財政状況は厳しく、また24年度までの財政再建期間におい

て、準備金残高の赤字を着実に解消する必要があり、23年度の保険料率を引上げざるを得

ません。24年度までに財政再建を図り、中小企業等で働く皆様の健康と暮らしを守る被用

者保険としての機能が果たせるよう、中長期的視点に立って、本部と支部が一体になって全

力で事業運営に取組みます。

家計や経営環境が厳しい状況の中におぃて、保険料率を引上げざるを得ないことについて、

加入者・事業主の皆様の理解と納得が得られるよう、周知広報に万全を期します。

‐
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。船員労働の特性に応じた事業ニーズを十分踏まえるとともに、利用者の視点に立ち、  ‐              船員保険勘定   465,124,590円

常にサービスの向上に努めます。
7.役員の状況◆船員保険カロ入者の健康増進を図るため、カロ入者一人ひとりの生涯を通じた健康生活

役員は理事長、理事及び監事です。理事長及び監事は厚生労働大臣が任命し、理事は理支援のための総合的な取組に 23年度から着手します。

・ 船員保険協議会における十分な議論などを通じ、船員関係者のご意見を適切に反映               事長が任命し、厚生労働大臣に届出をしています。役員は、理事長 1名 、理事 6名 (う ち

非常勤 1名 )、 監事 2名 (う ち非常勤 1名 )であり、任期は 3年 となっています。し、信頼に応えられる事業運営に努め、PDCA(計 画、実行、評価、改善)サ イ

クルの適切な機能等を通じ、事業運営の効率化を図ります。

●ホームページのほかラジオ等も活用し、広報の充実を図るとともに、事業運営に関              8.職 員の状況

する船員保険協議会などの場での議論を迅速に公表するなど、積極的な情報開示に               °24年 3月 末現在において、常勤職員は2,105人 となつています。

努めます。

・ 疾病給付費や保険料収入の動向の的確な把握を行い、予算執行管理の適正を期する

とともに、中期的な財政見通しを踏まえ、保険者としての健全な財政運営に努めま

=ナ

‐
。

・ 制度の利用に当たつて、加入者にご不便が生じないよう、労働基準監督署や日本年

金機構等の関係機関との連携を深め、円滑な事業実施を図ります。

そ0薔

1.沿革

平成 20年 10月 1日 設立認可

2.設立根拠法

健康保険法 (大正 11年法律第 70号 )、 船員保険法 (昭和 14年法律第 73号 )

3.主務大臣 (主務省所管課)             ′

厚生労働大臣 (厚生労働省保険局保険課)

4.組織

本部と47の支部から構成されています。

5。 事務所の所在地

本部及び支部の事務所の所在地は、参考資料のとおりです。

6.資本金

健康保険勘定   6,594,277,976円

‐
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:(1)加入者、事業所の動向

被保険者数は、23年度末現在で 1,964万 3千人となっており、前年度末に比べ 5万 1千

人 (0.3%)増加しています。また、23年度中に新たに被保険者となつた方の数は、421万

8千人となっています (月 別の新規加入者数は (図表 2-2)の とおり)。

被保険者のうち、任意継続被保険者数は、2,年度末現在で 35万 4千人となっており、前

年度末に比べ 5万 2千人 (12.8%)減少しています。

被扶養者数は、23年度末現在で 1,525万 2千人となっており、前年度末に比べ 1万 9千

人 (0.1%)減少しています。

加入者数では、23年度末現在で 3,489万 5千人となっており、前年度末に比べ 3万 2千

人増加しています。

被保険者の平均標準報酬月額は、23年度末現在で275,151円 であり、前年度末に比べ04%
減少となつています。近年、この額の減少が続いており、保険料率引上げの一因となってい

ます。

また、平均標準賞与月数は平均標準報酬月額の 1.43月 となっており、前年度に比べ 0.02

月増加しています。

適用事業所数は、23年度末現在で 162万 1千事業所となつており、前年度末に比べて 2

千事業所 (0.1%)減少しています。

23年度中における異動状況をみると、6万事業所が休廃止等によって協会の適用事業所に

該当しなくなりました。T方、5万 8千事業所が新たに協会の適用事業所となりました。

健康保険組合等との異動に関しては、1,4o9事 業所 (被保険者数 8万 4千人、被扶養者 6

万 2千人、平均標準報酬月額 33万 4千円)力ま健康保険組合等へ移 りました (前年度比 597

事業所減)。

逆に 886事業所 (被保険者数 1万 1千人、被扶養者 9千人t平均標準報酬月額 28万 3千

円)が健康保険組合等から協会に移りました (前年度比 198事 業所増加)。

報酬水準の高い事業所を中心として健康保険組合に多く移つており、協会に入ってくる事

業所数よりも多くなっています。

【(回表 2-1)加入者、事集所等の動向 C23年度速報値)】

【(日表 2-2)23年度の月別の新規被保険者数の推移】

日(2)医療費の動向
23年度の医療費総額 (医療給付費と自己負担額の合計額)は、5兆 5,614億円となり、

前年度と比べて2.0%の増加となつています。

このうち、保険給付費 (医療給付費と現金給付費の合計額)は 4兆 6,745億円となり、

前年度に比べて2.0%の増カロとなっています:その内訳として、医療給付費は4兆 1,645億

円で、前年度に比べて 2.4%の増力日、現金給付費は5,101億円で、前年度に比べて 1.4%減

少となっています。

加入者 1人当たりでみると、医療費総額は 159,465円 で、前年度に比べて2.1%の増加と

なり、医療給付費は 119,409円 で、前年度に比べて2.4%の 増加、現金給付費は 14,625円

で、前年度に比べて 1.3%の減少となっています。

【(回表2-3)医療費の動向 (23年度速報値)】

〈加入者:千 人、平均標ln:円、事業所数:力所)

,4年度 15年度 ,6年度 17年度 18年度 19年度 20年 度 21年度 22年度 23年度

被保険者数 (06“ ) (1 8“ ) (16“ ) (01%) 螂
哺|…

(ム 27“ ) (▲ ,OS“ ) (▲ 99り
472

(▲ 40つ (▲ 501)

被扶養者数
(▲ 01■ ) (▲ 12") 岬

ｍ (▲ 78%) (0謳 ) (▲ 03%) (▲ 01%)

平均尋■■

“

月饉
(▲ 11%)

283.466 283.218 “

崎

５
，
４

“
３８４
め

設
”

２７
“

2′ 0,151

適用事業所敷
(▲ 17%) (▲ OS%)

1498226
(07%) (11%) (2器 ) 〈22%) 〈16%) (11%) (▲ 01%) 〈▲01%)

計

新規被保険者数 242 42,8

(単 位 :億 円)

:4年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年 度 22年度 23年 度

医療費総額
47.330 46.289

(▲ 22つ
47.127

(18%)
48.450 48.941

(10%) (35%)

７９

蛉

52.838

(1896)

54.515
(3,■ヽ

55.614

保険給付費

屏
40.577 37.918

(▲ 66%) (25%)
３２

愉

０
，
０

∞ (1496) (44%) (19%) (24%) (37%) (20%)
35.925

(▲ 81%)
33.674

(20%)
34,711

(21%) (10%) (59%)

２６
” (22%)

4,671
(39%) (24■ )

4.652

(▲ 4496)

4.894

`52■

)

5,187

(60%)
5,321 5.516

(37%)
5,235

(▲ 51%) (▲ 73%)
叩
田

5,172

(2796) (▲ 14■ )
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|(1)加入者、船輌所有者の動向

23年度末現在の被保険者数は 58,722人 であり、前年度末に比べて 1,259人 (21%)減少

しています。被保険者のうち、疾病任意継続被保険者数は3,508人であり、前年度末に比べ

て248人 (6.6%)減少しています。

被扶養者数は73,468人 であり、前年度末に比べて2,876人 (3.8%)減少しています。

加入者数では 132,190人 であり、前年度末に比べて4,135人 (3.0%)減少しています。

23年度末現在の被保険者 1人当たりの平均標準報酬月額は 38万 7千円であり、前年度末

に比べて0.3%減少しています。

平均標準賞与月数は平均標準報酬月額の 1.21月 であり、前年度末に比べて0.01月 増加し

ています。

23年度末現在の船舶所有者数は5,924で あり、前年度末に比べて77(1.3%)減少してい

ます。

【(回表2-4)加入者、m40所有者等の動向】

(注 )( )内 は、対前年度増減率である。

|(2)E薇費等の動向

23年度の医療費総額は 246億円であり、前年度と比べて 0.1%増加しています。また、保

険給付菱は 226億円であり、前年度に比べて 1.2%減少しています。その内訳として、医療

給付費は 192億 円であり、前年度に比べて 1.3%増 加、現金給付費は 35億円であり、前年度

に比べて 13.4%減 少しています。

加入者 1人当たりで見てみると、医療費総額は 183,803円 であり、前年度と比●て 3.3%

増カロ、医療給付費は 14a296円 であり、前年度に比べて 4.6%増加、現金給付費は25,983円

であり、前年度に比べて 10.6%減少しています。

23年度の年金給付費は 43億円であり、前年度と比べて 4.8%減少しています。受給権者

数は 2,309人であり、前年度に比べて 0.1%減少しています。このうち、19年雇用保険法等

の一部を改正する法律による改正後の船員保険法に基づく年金給付費は 2,206万円で、受給

権者数は 4人 となっています。

【(図表2-5)医療費の動向】

(lLa現 金給付費については、制度改正により、22年 1月 以降においては、21年末まで船員保険から支給 されていた保険給付 (労

災保険に相当す る職務上疾病等給付)は労災保険か ら支給 される (22年 1月 以降の災害に限る。)よ うになったことに留意

が必要。

【(回表2-6)年金綸付費の動向】

住 D( )内 は、対前年度増減率である。

は

'年
金給付費は、障害手当金、遺族一時金等の各種一時金を含む。

住 9受給権者数は、各年度末における障害年金及び遺族年金の受給権者数の合計である。

14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年 度 21年度 22年 度 23年 度

医療費総額
296

(▲ 95%
277

(▲ 63%
264

(▲ 5幌
264

(01%|

266

(▲ 28%) ２６２
瓢

２６

ｍ

259
(▲ 12%

245

(▲ 54%

２４

０ １

:険給付費
287

(▲ 92%
265

(▲ フ弔
254

(▲ 43%

２

０

249

(▲ 25%
253

(▲ 08%
248

(▲ 118%

229

(▲ 76丼

226

(▲ 12%

医療給付費
232

(▲ 92%
210

(▲ 96%
200

(A47%
201

(07%|

194

(▲ 35%
０３

璃
201

r▲ oo%
189

(▲ 62%
192

(13%

現金給付費
55

(▲ 9既
56

(1フ%
54

(▲ 28% (10%
53

(A41%
49

(▲ 64%
47

(▲ 55%
40

(▲ 140%
35

(▲ 134%

内 は 、対前年 度増 減 率 で ある。

:人

14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 224り健 23年度

年金給付費
３９
り

39
(04%)

40
(20%)

41

(35%)
44

(69%)
44

(011%)

44
(01%) (18%)

45
(▲ 02%)

43

(▲ 48%)

受給権者数
1,983

(24%)
2.027

(22%)
2.067

(20%)

2.127

(29%)

2,172

(21%)

2,212

(1811)

2.246

(15%)
2.289

(i9%)

2.311

(10%)

2,309

(▲ 01%)

(加 入者:人、平均標準報酬月額:円 )

ヽ
:4年底 15牲 16年度 17年度 18年度 19年虚 20年度 21年度 22年度 23年度

敏保険者漱
73.438

(▲60%)
68.949

(▲ 61■ )
６．０８硼
６

▲

64834
(▲ 1鰯 )

63.499

(▲ 21%)
62,004

(▲ 11%)
61.868

〈▲15%) (▲ 16%)
50.981

(▲ 14%)
58.722

(▲21%)

1翻 6.620

(▲ 32%)
6.661

(▲ 145%)
4.146

く▲268%) (A3型 %)

3.767

(▲ 69%)
3.522

(▲ 65%) ３．６７３ｍ
4.150

(130%)
５６
つ▲

０８
”▲

被扶養者数
124.341

(▲74)
116.19フ

(▲ 65%)
107.503

(▲ 75%)
103.118

〈▲■1%)

97.846

(▲ 51%)
94.602

(▲ 33%)
82.266

(▲ 13q) 。・６６３卿
76.344

(▲ 42%) (▲38%)

平均標準報酬月額
365,140

(▲ 10%) (45%)

蜘

嘲

３８

は
377,765

(▲0フ%)

380,146
(0鰯 )

391,05o
(29%)

394.179
(08%)

300.620
(▲ 09%)

003.287

(▲ 06%)
38フ 114
(▲03%)

船舶所有者数
6.611

(▲44)
6.460

(▲ 23“ )

6.34フ

(▲ 1フ %) ６．２９２帥
”

わ

６
．
２

∞▲

6.173

(▲ 10%)
6.155

(▲ 03%)
6.066

(▲ 14%)
6.001

(▲ 11%)
5,924

(▲ 13%)
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平成 24年度予
=編

膚と保険料率引上げへの動き
‐

日(1)これまでの財政状況
24年度の全国平均の保険料率については、22年度から3年連続で引上げ (全国平均 :22

年度 82%→ 934%、 23年度 934%→950%、 24年度 950%→1000%)を 行わざるを得ま

せんでした。

以下ではこれまでを振り返り、保険料引上げの要因となっている構造的な問題など様々

な要因が重なつて財政状況が悪化 してきた経緯を説明します。

1)財政の傾向

図表 31は、概ね単年度収支が均衡していた 15年度以降について、支出の主な要因であ

る被保険者 1人当たりの保険給付費の伸び (実質的には医療費の伸び)と 、保険料収入の基

礎となる 1人 当たりの標準報酬月額の伸びにつき、それぞれ 15年度を1と した場合の指数

を表示したグラフです。

医療費の伸びは、18年度は診療報酬のマイナス改定の影響によりほぼ横ばいでしたが、

19年度以降は年々増加傾向であることが分かります。一方で、標準報酬月額については 20

年度まではほぼ横ばいでしたが、21年度以降は下落傾向にあります。協会に加入している

事業所の規模は、事業所の 3/4が 9人以下の事業所となつており (図表 32参照)、 中小企

業が多く、カロ入者の給与は景気悪化の影響を受けやすいことも一因であると考えられます。

このように、近年、高齢化や医療技術の進歩により医療費が年々増える一方、保険料収

入の基礎となる加入者の給与が伸びていないことから、保険料収入は横ばい又は下落傾向に

あり、財政収支は悪化の方向をたどつてきました。

【(国表 3-1)15年農以降の日燎費 (保険綸付費)と賃金 (薇酬)の伸びの推移】

16      17       18       19      20      21

【〈国表3-2)協会の事業所規模構成 (24年 3月 )】

従凛■ 100～999人

従栞員 1000人以上004%

従素員 2人以下420%

従業■5-9人
188%

‖)20年度以前の単年度収支差と準備金残高の推移

図表 33は単年度収支と準備金残高をグラフで示したものです。グラフの下部にはこれ

まで行われてきた制度改正事項と保険料率の推移を表示していますが、国が保険運営を行つ

ていた 20年 9月 以前は、財政状況が悪化した場合、保険料率の水準については、患者負担

割合の引上げや総報酬制の導入 (保険料算定基礎額を賞与を含めた年間総報酬額に移行)な

どの政策とセットで検討され対応されてきたことが見てとれます。以下、具体的に見ていき

ます。

まず、8年度は単年度収支が約マイナス4,000億 円となりましたが、翌年度 (9年度)に

は保険料率の引上げ (82%→85%)と 併せ患者負担害」合を 2害1と する制度改正、10年度

には診療報酬のマイナス改定を行いました。これらの効果もあり10年度の収支はほぼ均衡

することとなります。

さらに、14年度は単年度収支が約マイナス6,000億円となりましたが、18年度までの間は、

老人保健制度の対象年齢の引上げによる拠出金の抑制、患者負担の3害J導 入や総報酬制の導

入 (導入に伴い保険料率は82%に引下げ)、 診療報酬のマイナス改定など様々な施策によ

る対応が行われました。これらの措置の効果により15年度以降の収支は改善し、18年度末に

は準備金の残高が約5,000億 円となりました。

しかしながら図表3-1に 見たように、基調として医療費を中心に支出が伸び、一方、文出

を支えるカロ入者の給与は伸びないという趨勢が続いているので、これらの施策の効果も長く

は続かず、19年度以降は、単年度収支は赤字に転じ、準備金の取崩しにより保険料率を82%
に据え置く運営を行つてきました。

… 14-
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~ 
このように単年度収支が赤字に転じ、準備金を取崩しながら運営するといつた厳しい状

況の中で、協会は20年 10月 に設立されました。しかも、設立直後の20年秋以降は、リーマン

ショックによるの景気の落込みにより標準報酬月額が下落し (図表38参照)保険料収入が

減少する中、21年10月 から22年 1月 までは新型インフルエンザが大流行するなど医療費支出

も増大し、財政状況は一層厳しいものとなりました。

22年度政府予算案決定時 (21年 12月 )の見込みでは、21年度末の準備金残高は4,460億円

の赤字となり、22年度の平均保険料率は820%か ら9.9%と 1.7%ポイントの大幅な引上げが

必要な状況にありました。協会設立とともに、保険料率は、国会における法案審議手続きか

ら、協会の内部手続きを厚生労働大臣が認可するという形に変わりました。何らかの制度改

正がなければ、単年度での収支均衡を義務付けたルールの下では、政府管掌健康保険時代に

は考えられなかった極めて大幅な保険料率の引上げが国会での議論もなしに行われるとい

うことがlEこ り得る状況でした。

このような通迫した財政状況に鑑み、保険料率の引上げ幅を抑えるため協会の財政健全

化の特例措置 (図表3-4)を講ずる制度改正が行われることとなりました (関連法案は、22

年5月 12日 に成立)。 この特例措置により、保険料率の引上げ幅は約06%ポイン ト抑えられ

ることとなりましたが、それでも22年度の保険料率は全国平均で320%から934%と 1.14%

ポイントの大幅な引上げとなりました。

さらに翌年の 23年度政府予算案決定時 (22年 12月 )においても、医療費が増加する一

方で、カロ入者の給与が伸びないといった財政構造に加え、財政健全化の特例措置に基づき準

備金残高の赤字を減らす (23年度は 558億円を解消する予定)た め、全国平均の保険料率

は 9.34%か ら950%(+016%)へ と2年連続の引上げが必要な状況となりました。

この 2年連続での大幅な保険料率引上げにより(22年度の決算は単年度収支差が+2,540

億円、年度末の準備金残高赤字は▲638億円に、さらに23年度の決算 (見込)では単年度収

支差が+2,586億 円、年度末の準備金残高は+1,947億 円 (見込)と なりました。

これにより、21年度末の累積赤字額 3,179億 円については、22年度～24年度の 3年間で

解消することとされていましたが、23年度内に全てを解消することとなりました。結果と

しては、2年連続の黒字で累積赤字を 1年早く解消したというものですが、これは、①もと

もと22年度保険料率を設定した 21年 12月 時点で 21年度末に約マイナス4,460億 円の準備

金残高となり、これを解消するため 22年度に単年度収支が黒字 (予定では 1,502億 円)と

なるよう保険料率を設定したこと、②23年度も同様に保険料率を設定したこと、③財政健

全化の特例措置の 3年間は予定された黒字となるよう、支出の主な要因である医療費の増加

幅や収入の主な要因であるカロ入者の給与総額の減少幅については堅めに見積もつたところ、

結果としてはいずれも幅が小さかつたことによるものです。

しかしながら、図表 31に見るような基本的な財政構造が変わつたわけではなく、高齢者

医療への拠出金の大幅な増加がカロわつて、赤字の解消が終わつたにもかかわらず、24年度

の保険料率は 23年度を大きく上回る引上げを 3年連続で行 うことになりました。

【〈口n3-4)協会の財政健全化の特例繊量 422年度～24年度)】

|(2)24年魔保nH4の引上げの背景

次に、24年度の平均保険料率が決まるまでの動きについてご説明します。

l)量
=晏

難 での

“23年5月 30日 の運営委員会において「協会けんぽの財政基盤の強化について (意見書)」

が取りまとめられ、国庫補助率の引上げについて「24年度の概算要求に向けて、政務三役を

はじめとして、政府・与党及び関係方面に強力かつ粘 り強く働きかけていくこと」の要請が

理事長宛になされました (意見書の内容等については24頁参照)。

また、同じ時期、「社会保障・税一体改革」の議論が政府・与党において進んでいまし

た。政府・与党においては、この議論を集中的に検討するため「社会保障集中検討会議」が

設置されていましたが、協会としても同会議の幹事委員に財政状況をはじめとした協会の現

状についてご理解いただくため、幹事委員となっている民間有織者や与党の関係者に積極的

【(目薇3-3)平成碑 魔以降の単年度収支と準備金残高の推移】

-3■ Ⅲ 2“        
““

に引下げられた率 (13%)か ら健保法本則上の補助率 (16.4%)

へ戻す (22年 7月 ～)

。後期高齢者医療制度への支援金の按分方法については、被用者保険間ではその 3分の 1に

ついてカロ入者割ではなく保険者の財政力に応じた負担 (総報酬割)とする (22年 7月 ～)

・ 21年度末の準備金赤字額を3年間(22年度～24年度)で解消する
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に説明を行いました。

23年 5月 19日 に開催された「社会保障集中検討会議」では、厚生労働省より、「医療保険

制度の機能強化策」が提示され、その中で「協会けんぽの財政基盤の安定強化」が医療保険

の機能強化の課題の 1つ として位置付けられました。しかしながら、6月 30日 に政府・与党

社会保障改革検討本部が決定した「社会保障 。税一体改革成案」の中では「協会けんぽの財

政基盤の安定強化」に係る文言は盛り込まれませんでした。

協会としては、こうした運営委員会の要請や「社会保障・税一体改革」の動向も踏まえ、

6月 20日 、6月 30日 に、厚生労働大臣への要請をはじめ、与党等関係方面への要請を行いまし

ィ 
ス

=。

特に6月 30日 には細川厚生労働大臣 (当 時)に 直接要請を行いましたが、要請に際しては、

日本商工会議所、全国中小企業団体中央会、全国商工会連合会の 3団体が同席し、ともに要

請を行いました (以 下の「国及び関係方面への要望の動向」参照)。

また、支部においても地元与党県連等へ要請を行い、これにより、民主党の政府への概

算要求の要望 (「平成24年度予算要求に向けてJ20H年 8月 18日 、民主党陳情要請対応本部)

の中に「協会けんぽの財政対策Jが盛り込まれました。

その後、新たに着任された小宮山厚生労働大臣に9月 22日 に再度の大臣要請を行いました。

その際も、細川前大臣と同様、 3団体が同席し、ともに要請を行っています。

【概算要求前の口及び関係方面への要望の動向】

国及び関係方面への要望の動向 (5月 以降のもの )

本部の対応

く政府への要望>
6月 20日 細川律夫厚生労働大臣

(大 臣は国会対応のため保険局長が代理)※ 理事長から要望

6月 30日 細川律夫厚生労働大臣
※ 理事長、日本商工会議所、中小企業団体中央会、全国商工会連合会から要望

9月 22日  小宮山洋子厚生労働大臣
※ 理事長、日本商工会議所、中小企業団体中央会、全国商工会連合会から要望

<与 党等関係方面への要望>
6月 14国  民主党陳情要請対応本部

社会保障と税の抜本調査会幹部等

衆 。参厚生労働委員会委員幹部等

各支部の対応

民主党都道府県総支部連合会及び地元選出国会議員に対 して同様の要望

‖)概算要求から政府予算案決定までの動き

このような中、23年 9月 30日 に厚生労働省から財務省に平成24年度予算の概算要求が提出

されましたが、協会の要望は実現せず、国庫補助の要求は現行の国庫補助率16.4%の ままで

行われました。

協会では、この概算要求の数値をもとに 24年度収支の推計を行いました。その結果は 24

年度の平均保険料率が 22年度の 9.50%か ら 1020%と 、0.70%ポイン トの引上げが必要と

なる大変厳しい見通しとなりました。このような大変厳しい状況を説明し、財政基盤強化を

政府及び関係者に強く要請していくため、23年 10月 4日 に記者会見を行いました。

推計においては、保険料率の引上げの最大の要因は、高齢者医療、の拠出金の増額であ

り、図表 3-5の 「①協会けんぽの収支イメージ」の備考欄のとおり、24年度の拠出金の額

は、対前年度比で 3,254億 円もの増加となりました。料率で見ると、「②引上げ要因の内訳」

にあるとおり、必要となる引上げ幅 07%の うち041%は この拠出金増加によるものでした。

また、その他の要因として、「標準報酬月額低下等による収入の減」が+015%、 「保険給

付費の増」が+017%と なっていました。

協会としては、医療費の適正化のための対策のほか、経費の節減など保険者として自ら

実行できる対策を最大限行つた上で、保険者の努力だけで対応できない構造的な要因に対し

て、「国庫補助率 20%への引上げ」、「高齢者医療制度については公費の拡充をはじめと

した高齢者医療制度の見直しJが必要であると考えており、引き続き政府をはじめ関係方面

への要請を強く行つていく旨の記者会見を行いました。

【(回表3-5)23年 10月 4日 記者会見資料より抜粋】

①協会けんぼの収支イメージ
(単位 :億 円)

②引上げ要因の内訳

9 5%→  10 2% 7%,1増 )

∫

―

・標準報酬月額低下等   +。  15%
による収入の減

・保険給付費の増     +0 17%

・ 拠出金等の増      +0 41%

・ 22年度収支の改善    ▲ 0 07%

。その他         +0 03%
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記者会見後も引き続き、民主党「社会保障と税の一体改革調査会」メンバーや辻厚生労

働副大臣に粘 り強く要請しました (副大臣への要請は 10月 20日 。日本商工会議所、全国中

小企業団体中央会、全国商工会連合会の 3団体も同席)。

さらに、H月 ～12月 前半にかけては、「国庫補助率 20%へ の引上げ」、「高齢者医療制

度については公費の拡充をはじめとした高齢者医療制度の見直し」といつた財政基盤強化を

求める内容の署名を、運営委員会委員や各支部評議員からいただきました。本部においては、

この署名入りの要望書をもつて、厚生労働大臣や与党の国会議員へ、支部においても与党地

元組織や地元選出の国会議員に手交し、財政基盤強化に向けた要請をいたしました。

署名については、こうした本部の動きに先駆けて山形支部、福島支部、岐阜支部、鳥取

支部及び宮崎支部の 5支部においては支部独自の活動として加入者の皆様に署名への御協

力をいただき、約 1カ 月という短い中での活動ではありましたが、合計約 121万人の方に

賛同いただきました。このような支部の動きが運営委員会委員や各支部評議会による署名を

いただくという本部の動きにつながっていきました。

また、後述のとおり、社会保険審議会医療保険部会において、制度改正の必要性につい

て繰返し意見を表明したほか、中央社会保険医療協議会等において診療報酬のマイナス改定

を主張しました。

‖)政府予算案決定時における 24年度の収支と全国平均保険料率

このような要請活動等を積極的に行つたものの、最終的に国庫補助率は16.4%に 据置くと

した政府予算案が12月 24日 閣議決定されました。

(図表3-6)はこの政府予算案をもとに作成した収支見込みであり、24年度の保険料率は

この見込をもとに算出することとなりました。この収支見込みでは、23年度末の準備金残高

を+238億 円と見込み、単年度収支の原則が特例措置によつて外されていることから、保険

料率を抑えるためにこの238億 円を全て取崩す前提で保険料率を算定しました。

24年度の支出を見ると、23年度に比べ4,674億円の増加となり、このうち拠出金等 (前期

高齢者納付金、後期高齢者支援金、退職者給付拠出金)の増加が最も大きく3,095億 円の増

加で、保険給付費が1,558億 円の増加となっています。拠出金等の増加は、高齢化に伴う、

前期高齢者 (65歳 から74歳 まで)、 後期高齢者 (75歳以上)の 医療費が増加していることが

原因ですが、今後もさらに増加していくことが想定されます。保険給付費についてもこの収

支見込みの前提となる1人 当たり保険給付費 (見込み)で は、24年度は247,041円 となり、23

年度の239,723円 と比べ31%の増加となっています。

一方で、保険料収入のもととなる標準報酬月額 (見込み)は、24年度は平均272,495円 と

なり、23年度の275,151円 と比べ10%の減少となります (図表3-8)。

このように、保険料収入のベースとなる標準報酬月額が落ち込む中、拠出金や医療費の増

加による支出増を賄 うため、24年度の平均の保険料率は1000%に 引上げざるを得ないもの

となりました。23年度の950%から050%ポ イン トの保険料率の引上げとなります。

この050%の要因内訳を見てみますと図表3-7の とおり、「高齢者医療に係る拠出金の増」

が+0.38%と 最も大きく、「保険給付費の増」が+018%の 増、「標準報酬月額低下等によ

る収入の減」が+0.04%と なっております。

また、この引上げにより、加入者及び事業主の皆様には、被保険者 1人当たり年額で

18,718円 、月額で1,560円 の負担増、1事業所 (事業所当たりの被保険者数を12.07人 として

負担を算出)あ たりで年額225,926円 、月額18,829円 の負担増をお願いせざるを得なくなり

ました (図表3-7参照)。

さらに40歳から64歳 までの方 (介護保険第2号被保険者)の介護保険料率についても、介

護報酬の引上げを含む介護納付金の増額などにより、151%から155%へ 引上げることにな

り、重ねての負担増をお願いせざるを得なくなりました。

なお、「社会保障・税一体改革」については、24年 1月 6日 に素案が閣議決定され、2月 17

日に大綱が閣議決定されました。6月 の成案段階では協会けんぽに関する記述はありません

でしたが、大綱では「高齢者医療制度の見直し」の関係で (注)と して以下のような記述が

入りました。協会としては引き続き関係方面への要請活動等を行っています。

社会保障・税一体改革大綱

豹成24年 2月 17日

閣議決定

第 3章 具体的改革内容 (改 革項目と工程 )

3 医療・介護等②

(4)高 齢者医療制度の見直し

〇 高齢者医療制度改革会議のとりまとめ等を踏まえ、高齢者医療市1度の見直 しを行 う。

O高 齢者医療の支援金を各被用者保険者の総報酬に応した負担とする措置について検討

する。

(注)現在は 平成 24年度までの特例として 支援金の 3分の 1を 総報酬に応 した会担とする措

置が講 しられるとと,、 に 併せて 協会けんぽに対する国産補助率を 13%か ら 164%と する措

ー

☆ 具体的内容について、関係者の理解を得た上で、平成 24年通常国会に後期高齢者医療

制度廃上に向けた見直しのための法案を提出する。

+電釜1309:I基:4
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【(回表3-3)被保険者1人当たり標準報酬月観の実績値とtI「 (24年度料率設定時)】
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【(回表3-9)被保険者 1人当たりの負担と支出 (24年度予算ペース)】

24年度の全国平均の保険料率は3年連続の引上げとなりましたが、同時に健康保険組合や

共済組合の被用者保険との格差も拡大しています。特に14年の制度改正により、15年度以降

については保険料の算定基礎となる報酬の範囲に賞与を含めることとしましたが、賞与額は

健康保険組合にカロ入する大企業と協会にカロ入する中小企業の間で大きな開きがあることか

ら、この標準報酬総額の格差は大きくなつています (図表3-10)。

さらに、標準報酬総額の格差はそのまま保険料率の格差になっています (図表3-11)。

かつては健康保険組合と協会 (当 時は政府管掌健康保険)と の保険料率の格差は、国庫補助

の投入によってかなりの部分が解消されていましたが、15年度以降は格差が拡大し、近年は

さらに大きく拡大しています。

健康保険組合及び共済組合の平均保険料率が7～8%台であるとともに、健康保険組合及

び共済組合では独自に給付する付加給付があり給付面でも比較的手厚い一方、協会の保険料

率は1000%であり、所得の低い者が逆に重い率で負担するという、社会保障とは到底思え

ないような状況になつていることを、今後国をはじめ各関係方面に訴えていく必要があると

考えています。

|

0崚保険者1人当たりに燎
=す

ると、保崚料と口庫負担は、以下のよう湘妻遠にえてられています.

卿 領

【(口表3-11)健康保臓組合0との保曖彗格豊】
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レ)運営委員会と支部評農会における臓鯰 (23年 5月 ～12月 )

都道府県単位保険料率の決定に当たり、支部長は、支部評議会の意見を聴いた上で、理

事長に意見の申出を行うこととされています。また、理事長は支部長の意見を聴いた上で、

運営委員会の議を経なければならないこととされています。

23年度は、5月 30日 の運営委員会において、理事長宛に財政基盤の強化についての意見

書が提出されました。5月 の時期にこのような意見が提出されることは異例ですが、24年度

の保険料率については、現行の国庫補助率のままでは、①22年度、23年度に続き、全国平

均で 98～ 9.9%(23年 3月 時点での試算)に引き上がり、医療費の高い都道府県では 10%

を超える恐れがあること、②25年度以降も保険料率の引上げが避けられない状況であるこ

と、③大震災の影響に伴う財政悪化により、24年度において平均保険料率が 10%を超える

事態も危惧されることから、国庫補助率本則上限の 20%に 向けた財政支援を実現させるベ

く政府・与党及び関係者への働きかけを早めに行っていく必要があるとして、取りまとめら

れたものです。

その後、運営委員会では、保険料率の関係について 10月 12日 からH月 21日 にかけ 3

回にわたり議論を行つてきました。

【運営委員会より協会に示された意見 (23年 5月 30日 )】

全国健康保険協会

理事長小林剛殿

平成23年 5月 30日

全国健康保険協会

運営委員会

協会けんぽの財政基盤の強化について (意見書 )

平成 24年度保険料率については、現行の国庫補助率のままでは22年度 (9 34%)及 び 23年度

(9 50%)に 引き続 き、全国平均で 9 8～ 9 9%に う|き 上が り、医療費の高い都道府県では 10%

を超えるおそれがあること、さらには平成 25年度以降も保険料率引上げが避けられない、との試算が協会

より示 された。 さらに、今般の大震災の影響に伴 う財政悪化によ り、24年度において平均保険料率が 10%

を超える事態 も危惧 され る。

これまでも多 くの加入者・事業主か らは 「毎年引上げが繰 り返 されるようでは制度への信頼を損ねる」

「中小零細企業には更なる引上げは耐えられない」 「雇用にも悪影響が出る」 「健保組合の負担に比べて不

公平J等の声が強 く出されてきた。

このよ うな中で 24年度保険料率が 「3年連続の引上げ」、「 10%を 超える水準」 とともに、健保組合

の平均保険料率 との更なる「格差の拡大」 とい う事態になるならば、もはや協会けんぽの存立自体が問われ

る危機的な状況 となり、到底、加入者・事業主の理解 を得 ることは困難である。

政府においては、社会保障と税の一体改革の中で、協会けんぽの財政基盤 の強化を含めた医療保険制度改

革が検討 されているが、併せて足下の財政強化策 も不可欠 と言わざるを得ない。

このため、協会として自ら実行できる対策に最大限努めるとともに、国庫補助率本則上限の 20%に 向け

た財政支援 を是非 とも実現 させ るべ く、平成 24年度概算要求に向けて、政務三役をは じめとして、政府・

与党及び関係方面に強力かつ粘 り強 く働 きかけていくことを要請する。

10月 12日 には概算要求を前提とした試算で、1020%への引上げが必要といつた収支見

込み (図表 3-5)を、11月 21日 には 9月 の標準報酬月額 (定時決定)の 実績を取り入れて

試算し直し、10.04%と なる収支見込みを示して議論を行いました。いずれも高齢者医療制

度の拠出金が前年度より3,000億 円を超える増加となり、保険料率が 10%を超える収支見

込みとなっております。

10%を超える保険料率については、「中小企業に対するインパクトというのは 3年連続

の引上げ、そして 10%を超える負担を労使双方に求めていくことがいかに重いか強く主張

していく必要がある」、「保険料の引上げが企業・雇用に及ぼす影響について国や色々な人

たちに周知し、問題の大きさを認識してもらう必要がある」といった意見が、また、高齢者

医療制度に係る拠出金の増額については、「高齢者医療制度の拠出金の負担が一方的に決ま

るなど、協会が決められない部分が主な要因で保険料率が決まつてしまう」、「保険者機能

の効かない部分が要因での引上げで、構造的な問題であり見直ししていかなければいけない」

といった意見が委員から出されました。

いずれにせよ「協会けんぽの持つ構造的問題、協会けんぽの自助努力の範囲を超えてい

る財政の悪化」であり「政治の場にこの問題の重さを強く受止めてもらい、解決策を求めて

いかなければならない」、「国庫補助率の引き上げと高齢者医療制度改革を断行するという

ことを必ずやってもらう必要がある」といつた国、関係方面への粘 り強い働きかけが必要で

あるといつた意見が出ました。

なお、11月 21日 の運営委員会終了後には、

一、協会への医療費に対する国庫補助率につき、法律上の上限である20%(現 行 164%)
へ引上げること

一、高齢者医療のための拠出金等は協会の財政悪化の大きな要因となっており、高齢者

医療制度については公費の拡充をはじめとした見直しを行うこと

といった内容の厚生労働大臣と民主党宛ての要望書 (全国健康保険協会 (協会けんぽ)の財

政基盤強化を求める要望書)に各運営委員から署名をいただきました。20頁で前述したと

おり、この署名入りの要望書は、宛先である厚生労働大臣室、民主党幹事長室に提出したほ

か、関係する議員への面談の際にその写しを渡すなどし、要望を行つてまいりました。

一方、10～ 11月 にかけて行われた各支部の評議会では、この 10%を超える引上げが必要

となる収支見込みについて、主に「保険料率と国庫補助率」、「激変緩和措置 (都道府県支

部門の保険料率の差を緩和する措置)」 、「保険料率の変更時期」等をめぐり議論を行ぃ、

以下のような意見が出されました。

「保険料率と国庫補助率Jについては、3年連続で保険料率が引上げられることについて

は認められない、国庫補助については当然 20%にすべきであるという意見が多数の支部か

ら出されました。その中で、「これだけ景気の悪い時に保険料率が上がるということは中小

企業にとつて死活問題」、「経営努力をして社員の給与を引上げても、それ以上保険料で取

られ、手取りは減つてしまう」等、事業主代表の切実な状況を訴える意見が多く出ました。
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保険料率の引上げの最大要因である高齢者医療への拠出金の増カロに関しては「拠出金等の負

担額について厚生労働省から示された金額が前提では議論の余地もなく納得できない」、
「我々が支払つた保険料の約半分が高齢者医療に拠出され、自分たちのために使われていな
い。高齢者医療が毎年増加する分は国庫補助でカバーすべき」、「高齢者医療制度に協会の

収入の約 4割の支援金を拠出する現在の制度の在 り方そのものに問題があるJ等の意見が出

されています。

国庫補助率の関係については、「21年度まで暫定措置により13%に抑制されてきたのだ

から、20%以 上になるよう、引続き要望すべきではないか」、「国庫補助引上げ要請につい

てはもつと強く訴えるべき。加入者が 3500万人もいるのだから、皆が声を上げれば効果は

大きい」等引き続き政府をはじめ関係方面へ強く要請すべきといった意見が出されました。

激変緩和措置については、「据置き又は必要最小限にとどめるべき」とする支部が多い

中、「都道府県単位保険料を前提とした協会設立の趣旨から考えると、早く本来の形 (激変
緩和をなくす)にすべき」といった意見もありました。

保険料率の変更時期は、「4月 納付分からとすることが望ましい」という意見が大半であ

るなか、「保険料率アップが一切認められないという意見のもと、そもそも変更時期は議論

できない」といった意見もありました。

その他、特に「毎年議論をしても保険料率は上がり続けており、評議員として議論する

ことに空しさを覚えるJ、 「結論はだいたい国の決めた通りなので、毎年保険料率の議論を

したくない」といった、支部評議会で議論することの意味を問う意見が多く出ています。中
には、「評議会自体がガス抜き、帳面消しの機関となっており非常に空しい」、「評議会の

意見、提案が全くといってよいほど反映されない状況であれば全支部の評議員が一斉に辞表

を提出してはどうか」といつた非常に厳しい意見も出されました。

また、「毎年保険料が上がるが、直近にならないとどのくらい上がるのか分からない状態

では制度の信頼を損なうので中長期的に保険料率を固定する方がよい」といった財政運営方

式の見直しに係る意見も複数の支部でありました。

各支部評議員においても、運営委員からいただいた署名と同じ内容の要望書に、評議員
から署名をいただきました。20頁にも記載したとおり、この署名入りの要望書は、与党地

元組織や議員に手交し、要望を行ってまいりました。

12月 7日 の運営委員会においては、これまでの議論や前述した支部評議会の意見を踏ま

ンこ、

① 弓|き続き、国庫補助率については健康保険法本則上限の 20%に 向けた財政支援などの

対策が講じられるよう国及び関係方面に粘 り強く要請を続けていく

② ;1上げ要因のうち最も大きな要因が、高齢者医療に係る拠出金の増カロに起因するため、

公費の拡充をはじめとした高齢者医療制度の見直しについて国及び関係方面に要請を

続けていく

③ 激変緩和措置については、保険料率の引き上げが大きい支部に対し変動幅の拡大を最

小限にとどめる配慮が必要ではないか。
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④ 保険料率の変更時期は 4月 納付分からとする

といつた方針で国との調整を行うよう運営委員より要請がなされました。

|(3)24年度都道府県単位保険料率の引上げについて

この運営委員会の方針に基づき、23年 12月 13日 に厚生労働省保険局長への要望を行いま

した。

その後、20頁に前述したとおり、12月 24日 に閣議決定された政府予算案では、国庫補助

率に関しては20%へ の引上げは叶わず16.4%の 据置きとなり、この決定を踏まえた全国平均

の保険料率は1000%と なりました。

一方で、都道府県単位保険料率における激変緩和措置については、全国平均の保険料率

との乖離幅を、23年度の10分の20か ら24年度は10分の2.5に 調整する取扱いが厚生労働省よ

り24年 1月 6日 に示されました (官報公告は24年 1月 26日 付)。

これらを前提に各支部長は都道府県単位保険料率を算出し、24年 1月 には支部評議会を開

催し、支部評議会の意見を聴いた上で、理事長に意見の申出を行いました。

明確に「反対」する趣旨の意見が記載されている支部が27支部、「極めて遺憾」「断腸

の思い」「苦渋の決断」「他に選択肢はなく」などとした上で止むを得ないとする趣旨の意

見が記載されている支部が15支 部、明確な記載 (上記以外)がない支部が5支部となつてお

り、23年度保険料率に係る申出よりも厳しいものになりました。

以下は支部評議会からの主な意見をまとめたものであり、中小企業への影響を懸念する

意見が多いものとなりました。

【24年度保険料引上げに際した、支都評議会からの意見】

小企業への影響 を懸念す る意見

〇

〇

〇

これ以上の保険料ネの引さ Lげは、事業者が41x綻する状態にある. 10ツ ,が限ツ出こ逮 している
ことを認識してほしい.

不況下で企業の利益率:i下がつている中、これ以上の負如増は事業■が従業員の雇止めを
始めることにつながる。
保険料率が 0 57/r弓 |き Jり

.に
なると 給与を0 5る 引き下げて雇 うか、フトE規雇用にシフ ト

することになる.中小企 llやカロ人者に係る0れが増えるばか りで、まさに中小 企業いじめである.

応についての意見

O  政府 か ら何 の対 策や方∫|】 ヤLも 4ヽ さオしな 0ヽ ま え、 1呆 険料 ,.●・′マけが 10%に 弓|き 上り'ら オしるの ,よ 、

納得ので きるものではない。今の政府 と一方的 に 自制 を強 い るよ うな撻療保 険詢1度 に対す る
不信感に繋がつてきている。

O 政府が何もやらないツケを、

0 とこまで保険料が上がつてい くのか、先が几えな い ことが大 きな不安 である。保険料 の水準

は『足りないから上げる』という部を明では もう
"ら

ないレベルまで来ている.

0 国庫補助率20%へ の弓き上:ザ、高齢者医l●に係る拠出企の増力0に対する公費投入を強く求め
てきたが、いずれ ,ヽ要望がlx映 されないことは非常に遺憾である。高齢者tt療制度の拠出金咎
に協会予算の約 4割 を拠出する現rtの市り度の在 り方その 〉ヽのに|.5題がある.
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【運営委員会より協会に示された意見 (24年 1月 27日 )】

24年 1月 27日 の運営委員会では、24年度の都道府県単位保険料率に関し提案のとおり了承され

るとともに、非常に厳しく強い内容の要請文が理事長宛に示されました (29頁参照)。

この要請文を受け、理事長は厚生労働大臣に対して、国庫補助率の更なる引上げを含めた抜

本的な対策の検討について要望を行いました (30頁参照)。

そして、運営委員会の了承を受け、協会では平成24年度都道府県単位保険料率 (図表312参

照)について24年 1月 27日 付で厚生労働大臣に認可申請を行い、24年 2月 9日 付で認可がされま

した。

全国健康保険協会

理事長 小林剛殿

平成 24年 1月 27日

全国健康保険協会

運営委員会

平成 24年度 の都道 府 県単位保 険料率 の決 定 につ いて

当委員会は、「協会けんぽの財政基盤の強化について (意見書 )」 (平成 23年 5月 30日 )に おいて、「平成 24年度保険

料率が「3年連続の引上げ」、「10%を 超える水準」とともに、健保組合の平均保険料率 との更なる r格 差の拡大」 という卒

態になるならば、もはや協会けんぽの存立自体が問われる危機的な状況とな り、到底、加入者・ 事業主の理解を得ることは困

難である」と指摘 し、「協会 として自ら実行できる対策に最大限努めるとともに、国庫補助率本則上限の 20%に 向けた財政支

援を是非とも実現 させるべ く、平成 24年度概算要求に向けて、政務三役をは じめとして、政府・与党及び関係方面に強力か

つ粘 り強 く働きかけていくこと」を要請 した。

当委員会の要請を受け、協会は本部・各支部ともに、半年以上にわたって要請行動を行つたにもかかわらず、結果として、

24年度概算要求に国庫補助率のワ1上 げは盛 り込まれず、24年度政府予算案においても国庫補助率の弓1上 げは行われなかった。

そして、当委員会の危惧は現実 とな り、24年度政府予算案を前提 とした協会けんぽの 24年度の平均保険料率は 3年連続の引

上げになることに加え、10%の 大台に達することとなった。当委員会 として、このような結果に対 しては、まことに遺憾であ

ると言わ ざるを得ない。

引上げ幅も 050%と 大幅なものとなつており、そのうち、高齢者医療に係る拠出金等の増分だけで 038%を 占めている。景

気の低迷で標準報酬は下が り、医療給付費が伸びている中で、3,000億 円を超える拠出金等の負担増がいわば天から降つて く

るわけであるか ら、保険者の経営努力など選かに及ばない制度的な問題によ り、加入者・事業主の負担が増大 していくという

構造になつている。また、組合健保や公務員等の共済組合に比べて、協会けんぼの保険料率が特に高いという格差の問題も大

きい (※ )。 高齢化の進展等によつて一定の負担増にはやむを得ないところがあるとしても、特に賃金の低い者が逆に重い率

で負担するという、社会保障とは到底思えないような制度では、納得を得ることは困難である。

高齢者医療に係る現役世代の負担の増大は協会けんぽのみならず 日本の医療保険制度全体の持続可能性を危 うくしてお り、

抜本的な改革は避けて通れない。また、保険料率の先の見えない度重なる引上げが、加入者の制度への不信を一層拡大 し、ひ

いては国民皆保険の根幹を揺るが しかねないという更に深刻な問題 もある。

24年度の都道府県単位保険料率についての各支部や評議会の意見では、このような事態に対する怒り、苛立ち、あるいは無

力感が表明されている。昨年は、2年連続の引上げもやむを得ないという意見が多かったが、ことここに至つては、全 47支
部・支都評議会のうち 27の支部 。支部評議会か らは明確に反対意見が表明され、明確に反対 しなかつた支部・支部評議会で

も「極めて遺憾」、 r断 腸の思い」、「苦渋の決断 J、 「他に選択肢はな くJな どの記載が見 られ、あるいは「国庫補助率 20%

への31上 げ」を条件とするなどとし、単純に賛成とする意見は皆無であった。

当委員会としても、支部評議会議長 との意見交換も行いなが ら、24年度の保険料率について検討を重ね、検討の過程では、

現行制度の枠組みでは限界があるということで協会に対 して、関係方面への要請を更に続けるよう求めることもしたが、結果

は既に述べたとおりである。このような結果に対する支部評議会ないしは支部長の意見は十分理解できるし、当委員会 として

も多くを共有する。しか しながら、健康保険法により協会は定められたルールに従い保険料率を設定する責務を負つてお り、

また、24年度の協会財政については 24年度の政府予算案を前提としなければな らないことを併せ考えると、苦渋の選択と言

うほかないが、当委員会 として、24年度都道府県単位保険料率を含む定款の変更案を了承することはやむを得ないとの結論に

至つたものである。

平成 24年度の保険料率について遺憾なが らこのような形で決着を図らざるを得ない以上、今最 も強調すべきは 25年度以降

に向けた行動の重要性である。協会は、国庫補助率の健康保険法本則上限の 20%へ の
=上

げや高齢者医療制度の見直 しについ

て、更に強力かつ粘 り強 く要請を続け、かつ、広 く国民の理解を求めていくべきである。同時に、協会の自主性 とそれに伴 う

責任をより広げる方向での制度見直 しを求めてい く必要もある。

特に、24年度は財政再建期間の最終年であ り、何 らかの法的な手当がなされない限 り、25年度か らは補助率が 20%ど ころか

13%に下がつて しまうという瀬戸際の年度である。協会 として背水の陣であるという気構えを持つて全力を尽くすよう当委員

会として強 く要請する。

※ 【平成 22年度 (速報 )】 平均標準報酬月額平均保険料率

協会けんぽ 276万 円 934%
組合健保 363万 円 ワ6'%
国家公務員共済組合 416万 円 70696

(出典)平成 23年 11月 中央社会保険医療協議会資料
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【厚生労働大臣への要望 (24年 1月 27日 )】

協発第 120127-04号

平成 24年 1月 27日

厚生労働大臣

小宮山 洋子 殿

全国健康保険協会

理事長 ″ヽ 林 剛

全国健康保険協会の都道府県単位保険料率の決定について

平素より全国健康保険協会の運営につきま しては、格段のご高配を賜 り、厚 く御礼を申 し上げます。

さて、平成 24年 1月 27日 に開催された当協会の運営委員会において、都道府県単位保険料率の決定が了承されましたが、
あわせて、別添 1の とおり運営委員会の意見がとりまとめられました。なお、これに先立って、当協会支部長から、支部評議
会に対する意見聴取手続きを経た上で別添 2の とおり意見の申出を受けております。

運営委員会の意見においては、国庫補助率のワ1上 げ等が行われないまま平均保険料率が 3年連続の3,上 げとなり、
'09●

の大
台に達したことについては、まことに遺憾である、とされています。また、高齢者医療の拠出金等の負担増は保険者の経営努
力など通かに及ばないという制度的な問題に加え、特に同じ被用者保険として協会けんぽと健保組合や共済組合との保険料率
の格差は大きい問題であり、賃金の低い協会けんぽの被保険者が逆に高い保険料率で負担しているような制度では、納得を得
ることは困難である、とされています。そして、保険料率の先の見えない度重なる引上げが、加入者の制度への不信を拡大し
ているという深刻な問題の指摘もあります。最終的に保険料率の引上げは御了承していただきましたが、これは苦渋の選択と
言うほかない、やむを得ない結論ということであり、当協会に対しては、平成 25年度以降に向け、制度的対応を要請する行動
の強化力1求められております。

支部長の意見においては、47支部のうち 27の支部からは明確に反対意見が表明され、明確に反対しなかった支部でも「極め
て遺憾」、「断腸の思い」、「苦渋の決断」、「他に選択肢 Iま なくJなどの記載が見られ,あ るいは「国庫補助率 20%へ の引上
げ」を条件とするなどとし、単純に賛成とする意見は皆無です。

警賛警P鷺畿旨襟建島事暑集潜議県嘉笑3ξち鴬守里1何
:詔喫l集槙磋1111場場い」1=響、携島巽贔島異廉ユ昇

今後、何らかの法的手当てが行われない限り、平成25年度以降の国庫補助率は13%と なり、協会けんぽ|ま破たんの危機に瀕
することになります。平成25年度における国庫補助率の健康保険法本則上限の2∝への引上げ及び高齢者医療制度の見直しを
含めた抜本的な対策の実施をお願いするとともに、当協会の運営についてご支援を切にお願いします。

【(図 表3-12)都道府県単位保険料率】

‐
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23年 3月 ～ 24年 3月 ～ 23年 3月 ～ 24年 3月 ～

北海道 9 60% 10 12°/0 滋賀県 9 48% 9 97%

青森県 9 51% 10 00% 京都府 9 50% 9 98%

岩手県 9 45% 9 93% 大阪府 9 56% 10 06%

宮城 県 9 50% 10 01% 兵庫 県 9 52% 10 00%

秋 田県 9 54% 10 02% 奈良県 9 52% 10 02%

山形県 9 45% 9 96°/O 和歌山県 9 51% 10 02%

福島県 9 47% 9 96% 鳥取県 9 48% 9 98%

茨城県 9 44% 9 93% 島根 県 9 51% 10 00%

栃 木県 9 47% 9 95%| 岡 山県 9 55% 10 06%

群馬 県 9 470/0 9 95% 広 島県 9 53% 10 03%

埼 玉 県 9 45% 9 94% 山 口県 9 540/0 10 03%

千葉県 9 44% 9 93% 徳島県 9 56% 10 08%

東京都 9 48% 9 970/O 香川 県 9 57% 10 09%

神奈川 県 9 49% 9 98% 愛媛県 9   5 1% 10 03%

新潟県 9 43% 9 90% 高知 県 9 55% 10 04%

富 山県 9 44% 9 93% 福 岡県 9 58% 10 12%

石川 県 9 52% 10 03% 佐賀県 9 60% 10 16%

福 井県 9 50% 10 02% 長崎 県 9 53% 10 06%

山梨県 9 46% 9 94% 熊本 県 9 55% 10 07%

長 野県 9 39% 9 85% 大分県 9 57% 10 08%

岐阜県 9 50% 9 99% 宮崎 県 9 50% 10 01%

静岡県 9 43% 9 92% 鹿児島県 9 510/0 10 03%

愛知県 9 48% 9 97% 沖縄県 9 49% 10 03%

二重 県 9 48% 9 940/0 全国平均 9. 50% 10.00%
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平成23年度決事の状況

|(1)合算ペースによる23年度の収支の決算 (見込み)について (目彙分)

l)菫近の 23年産歳支見込みとの比破

これまで説明してきました保険料率設定の前提となる協会の会計と国の特別会計を合算

した (以 下「合算ベース」)収支が決算 (硯時点では見通し)で どうなつたのかを説明いた

します。

図表 313の O欄は 24年度保険料率設定の前提となつた 23年度の収支見込みであり (21

頁、図表 3-6参照)、 ②欄が 24年 7月 時点での決算の見込みです。

まず、収入を見ますと 12月 時点と比べ収入が 1,154億 円ほど多くなつてお り、このうち「保

険料収入」が 792億円ほど多くなつています。これは、12月 時点では東日本大震災、円高の

進行、タイ洪水による影響等、中小企業の厳しい経営環境を踏まえ、賞与の月数を 137月

と低めに見込んでいましたが、実績は月数が 143月 と見込みを上回つたことが主な要因で

す。また、「国庫補助等Jの ところで 348億円ほど多くなっていますが、これは震災に係る

補助金の受入によるものが主な理由です。東日本大震災に係る補助金は、患者の一部負担金、

健診・保健事業の自己負担、保険料の免除や標準報酬月額の特例的な改定について協会の財

政負担を補てんするため特別に措置されたものです。24年度の保険料率を決める 12月 時点

の見通しではこの措置による影響を除いて試算を行つており、補助金の受入額は収支には含

めていません。なお、この受入額は実績を踏まえ精算を行うため、24年度において残額につ

いて国べ返選を行う予定となつています。

一方でt支出を見ますと 12月 時点と比べ支出が 665億円ほど少なくなつています。このう

ち「保険給付費Jが 234億 円ほど、「その他の支出」が 322億円ほど少なくなっています。

保険給付費については、12月 時点では 23年 8月 までの実績をもとに 1人 当たりの医療給

付費を213,384円 と見込んでいましたが、最終的に 1人 当たりの医療給付費は 212,414円 と

なり、対前年度比 22%の増加となりました。近年、 1人 当たりの医療給付費は対前年度比

で 3%以上の伸びで推移しておりましたが、23年度は例年より低い伸びとなりました。

また、「その他の支出」が予算額より322億円ほど少なかつたのは、事務経費 (業務経費、

一般管理費)の支出、特に健診、保健指導の件数が予算で想定していたほどには伸びなかつ

たことが主な要因です。

この結果、12月 時点の見込みと比べ、収支は 1,709億 円ほど改善し、最終的に準備金残高

は 1,947億 円となりました。結果として、21年度末の準備金赤字 3,179億円は 2年間で解消

することとなりました。

(注 )

1 端数整理のため、計数が整合しない場合がある。
2協会の決算に国から提供のあつた数値を加え、協会で算出。今後の日の決算の状況により羹りうる。
3①欄は、20真、回表3“ r23年度」と同じ.

‖)これまでの推移

図表 3-15は 14年度以降の協会 (政府管掌健康保険)の単年度収支決算の推移を表した表

です。

はじめに、収入のうち保険料収入について説明します。

【(日壼3-13)合算ベースにおける収支のユ込み】

23年度医療分

艶∞
23年度料率設定時
(22年 12月 時点)

23年 底12月 時点見饉uD 決算見込②

保険料

日庫補助等

その他

67,720

11.196

200

68,060

11,191

173

08,852

11.530

186

792

348

13

収入計 79,423 30,577 1.154

保険綸付費(医療給付・現金給付)

拠出金等

その他(業務経費・一般管理費等)

47,201

29,724

1.575

47.231

29.753

1,564

46.997

29,753

1,243

▲ 234

0

▲ 322

支出計 フι560 78.54フ 77,992 ▲ 556

収支差 2.586 1,709

準備金残高 A 558 1,947 :,709

【(日表3-14)合
=ベ

ースによる20年魔収入支出 (見込み)の内根】

雑収入寄
19o億 円

収入 0兆 677億 円 支出 7兆 7. 992億円

協会
事務経費
34αほ円
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保険料率は 15年度～21年度の間、8.2%か ら変更していませんが、保険料収入自体は 19

年度まで増加 していました。これは、この間被保険者数が増加し続けていたことによるもの

です (た だし、被保険者 1人当たりの標準報酬月額は増力日していないことは図表 3-1の とお

り)。

その後、保険料収入は 20年度、21年度と2年連続で減少しています。これは、20年度は

20年 4月 の後期高齢者医療制度の施行(75歳以上の加入者が後期高齢者医療制度への移行)

に伴う被保険者の減少が原因であり、21年度は前述したとおり、20年秋のリーマンショッ

ク以降の景気の落込みにより標準報酬月額が下落したことが原因で、保険料収入が減少しま

した。特に 21年度は対前年度比 4%も の減額となつています。

22年度においては、82%の保険料率では単年度での収支均衡が維持できなくなったこと

に加え、21年度末に残った準備金残高の赤字を、22年度から3カ年で解消するため、保険

料率を 1.14%ポイン ト引上げ (8.2%→ 934%)ま した。また、23年度は保険料率を 016%
ポイント弓1上 げ (934%→ 950%)ま した。

保険料収入は当然のことながら対前年度比で 22年度は 131%、 23年度は 22%増加しま

したが、これは、保険料を賦課するベースである賃金が拡大した結果ではなく、準備金残高

の赤字を解消するため、保険料率をやむを得ず大幅に引上げた結果もたらされたもので、財

政運営に余裕が出てきたということではありません。

次に、支出について説明します。

保険給付費については、16年度以降増カュしていましたが、特にこのうちの医療給付費は、

診療報酬のマイナス改定があった 16年度、18年 度は対前年度比 0.4%の増加にとどまって

いましたが、その他の年度は 21年度 (被保険者数が対前年度比で 1%減少)、 23年度を除

き 3～ 6%の増加となっています。

拠出金等については、老人保健制度の対象年齢の段階的引上げ (14年 10月 から毎年 1歳

ずつ)に より、15年度から18年度までの間は拠出金等の支出が対前年度比でマイナスとな

るなど、この間t額は抑えられていましたが、対象年齢の段階的な引上げが終了した後の 19

年度は 84%増えました。また、20年度以降は、後期高齢者医療制度の施行に伴い、老人保

健拠出金の支出に代わり、前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金が新たな支出として生ず

ることとなりました (老人保健拠出金は、20年度は 1カ 月分の概算医療費拠出金と前々年度

の精算による支出)。 このうち、前期高齢者納付金の支出は対前年度比で、21年度は 16_0%

増、22年度は 104%増 、23年度で 27%増 と3年連続で増加しており、特に 21、 22年度は

10%を超える増加となつています。一方、後期高齢者支援金は 21年度では対前年度比 147%
の増加となりましたが、22年度は、支援金のうちの 1/3に ついて負担の技分方法を、加入者

数割から総報III害 Jと したため、56%減少したものの、23年度は再び 31%増加しました。

また、退職者拠出金については制度改正の影響により金額は 20年度以降減少していまし

たが、23年度は団塊の世代が対象者となるなどの影響もあり、対前年度比で 359%も 増え

ました。

22年度は上記のように負担に係る按分方法の見直しにより拠出金等の支出は減少しまし

たが、23年度は再び増加しており、高齢者医療に係る拠出金の負担方法が現行のままであれ

ば、高齢化により今後も拠出金等の支出が増加していくものと考えられます。

22、 23年度の 2ヵ 年での累積赤字の解消は、もともと赤字解消のために保険料率を引上げ

てきたこと、給与の減少幅や医療費の増カロ幅が予想より小さかつたことによるもので、協会

けんぽの財政事情が好転したものではありません。このことは 16頁 に記載したとおりです。

【 (図表 3-15)合算ベース協会 (政府管率健康保険)の単年度収支決算 (医療分)の推移】

|(2)協会の決算の状況

(1)で は協会管掌健康保険全体の収支 (合算ベースによる収支)について説明してきまし

たが、ここでは協会の決算報告書の状況について説明します (合算ベースによる収支と協会

の決算報告書との関係については「全国健康保険協会の予算・決算書類についてJを参照)。

23年度の決算報告書 (「 平成 23年度の財務諸表等」参照)では、協会の収入は 8兆 6,464

億円となつており、その主な内訳は、保険料等交付金が 7兆 2,549億円、任意継続被保険者

保険料が 970億円、国庫補助金・負担金が 1兆 2,769億円等となつております。

このうち保険料等交付金は予算額と同じ金額となっていますが、前述の合算ベースによる

収支の決算を見ますと、保険料収入は、23年度料率設定時 (22年 12月 時点 :図表 3-13)と
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比べ多くなっており (67,723億 円→68,852億円)、 国に入つた保険料収入 (任意継続保険

料収入を除いた保険料)は 23年度予算作成時と比べ多くなっています。

しかしながら、協会への保険料等交付金は、国に入つた保険料収入が当初の予算額より増

加した場合であつても、国の予算制度のルールにより国が歳出予算額を超えた支出を行うこ

とはできず、特別会計に留保されることから、23年度の保険料等交付金は予算額と同額の交

付となっています。

なお、予算額を上回る保険料収入については翌 24年度に保険料等交付金として交付される

こととなります。

一方、支出は 8兆 5,231億円 (準備金繰入を除く)と なつており、その主な内訳は、保険

給付費が 4兆 6,997億 円、後期高齢者支援金等の拠出金等が 2兆 9,752億 円、介護納付金が

7,403億 円、業務経費・一般管理費が 1,013億 円等となっています。

保険給付費を左右する被保険者 1人当たり医療給付費を見ますと、22年度の207,827円 か

ら23年度は212,414円 と2.2%の伸びを示しています。

今後の財政の見通し

協会では、24年度～28年度の 5年 間の収支見通しについて、 2ケースの試算を作成しまし

た。その結果、保険料率は以下の見通しとなりました。なお、試算は、保険料率は単年度ご

とに収支が均衡するように計算していますが、試算で示されたとおりに保険料率を引上げて

いくという趣旨で作成したものではありません。むしろ現行制度を固定したままでは財政が

さらに悪化していくことを示すことにより、国の関与を含め、財政基盤の維持・強化の必要

性を訴えていく趣旨で作成しているものです。また、この見通しは23年 11月 時点に作成した

ものであるため、今回の決算結果は反映しておりません。

24年度の見通しは、21頁 の「 (図表 36)協会の収支見込み」による保険料率であり、25

年度以降の保険料率の見通しを試算するに当たっては、保険給付費については 17～ 19年度

の医療費の伸び率の平均 (実績)等を、被保険者数については「日本の将来推計人口」 (18

年 12月 国立社会保障・人口問題研究所)の 出生中位 (死 亡中位)を用いており、賃金上昇

率はケースごとに3つの数値を使用して推計を行つています。

【ケース1125年度以降も、国庫補助率が164%で継続する場合 (後期高齢者支援金は1/3は総報

酬額按分、2/3は加入者数按分 )

年 度

賃金上 昇率
24年度 25年度 26年 度 27年 度 28年度

①経済低位ケースX1/2 102% 10511 108%

②25年度以降 09/o 1061b

③25年度以降▲06% 103% 11 4%

①の賃金上昇率は、25年度070%、 26年度080%、 27年度080%、 28年度 105%

【ケース2】 25年度以降、国庫補助率が20%に 引き上がる場合(後期高齢者支援金は1/3は総報酬
、2/3は加入者

賃金 上 昇率
24年度 25年度 26年 度 27年 度 28年 度

①経済低位ケースX1/2 100% 98% 102%

②25年度以降00/o 99% 102% 105% 107%

③25年度以降▲06% 100% 10711 110%

①の資金上昇率は、25年度 0700/0、 26年度 0.80%、 27年度 0.80%、 28年度 1.05%

ケース 1の見通しでは、制度は現状 (国庫補助率164%)の まま推移した場合のものです。

中小企業の賃金が上がらないといった現状を踏まえ、最近の傾向を反映し、蓋然性が高いと

思われる③の賃金上昇率のケースを見ると27年度の時点ではすでに111%へ の引上げが避

けられない見込みとなります。

ケース 2の見通しは、協会がこれまで国に対して一貫して要望を行つてきた国庫補助率の

20%へ の引上げが行われた前提の試算です。③の賃金上昇率のケースを見ると25年度は何と

か100%に とどまりますが、その後26年度には104%、 27年度には107%、 28年度には110%
となります。

いずれにせよ現在のように中小企業の賃金がなかなか伸びないといつた状況が続けば、 5

年のうちに11%以上への引上げが避けられないといった試算となっており、制度改正を含め

た抜本的な措置が必要と考えています。
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支部からの意

見発信
1支部

地域の医療政策の現状と課題について、有識者の協力を得つつ、必要な知識と分

析手法等を習得し、関係各方面と協力連携して都道府県等関係方面へ意見発信す

る。

療養費適正化 2支部
鍼灸療養費の給付の適正化のため、疑義のある保険請求について加入者や医療

機関に照会す るな どして審査 を強化す る。また、加入者や医療機関な どへの制度

周知のための効果的な方法をま とめる。

保険証回収 1支部
任意継続資格喪失者を対象に、自宅へ電話による自動音声案内を行い、保険証回

収の督促を効率的に行い資格喪失後受診を防止する。

111保 険運営の企画

|(1)保険者機能の発揮による総合的な取組みの推進

協会においては、21年度から概ね 2～ 3年程度を集中的な保険者機能強化のための取組み

期間と位置づけており、20年 12月 に策定し、その後 22年 5月 に改定した「保険者機能強

化アクションプラン」に沿つた対応を進めています (参考資料参照)。

「保険者機能強化アクションプラン」を確実に実行し保険者機能を強化していくため、

22年度に引き続き、地域の医療費や健診データを分析するとともに、地域の実情を踏まえ、

加入者の疾病の予防や健康増進、医療の質の確保、医療費適正化のため、「医療に関する情

報提供」、「関係方面への積極的な発信」、「保健事業の効果的な推進」、「ジェネリック医

薬品の使用促進」、「効果的なレセプ ト点検の推進」、「傷病手当金、出産手当金、柔道整

復施術療養費等健康保険給付の審査強化」等の取組みを総合的に進めてまいりました。

また、23年度には、10支部 (8事業)において、医療費適正化をはじめとした各分野につ

いてパイロット事業を実施しました (具体的な取組みについては図表 4-1の とおり)。 今

後、優れた成果のあった取組みについては、全国展開していくこととしています。

【(図表 4-1)23年度に実施 したパイロット事業】

日 (2)地域の実構に応じた医療費適正化の総合的対策

協会けんぽの逼迫した財政状況に鑑み、保険料負担を少しでも軽減できるよう、自ら実行

できる取組みとして、レセプ ト点検、ジェネリック医薬品の使用促進、現金給付の審査強化

等の医療費適正化対策を進めています。23年度はこれらの取組みを進めつつ、支部の実情

に応じた医療費適正化の総合的な対策を各支部で立案し、これを 24年度の事業計画に盛込

むこととしました。

まず 23年 6月 には、立案に先立ち協会内で先行事例の共有化を図るため、「地域の実情

に応じた医療費適正化総合対策の立案 。実施に向けた担当者会議」を開催し、22年度まで

に実施した支部独自の取組みや先行事例について、各事業の実施手法、成果、今後の課題、

実施上の留意点等の情報共有を図りました。

これらも踏まえながら、年度後半には各支部で医療費適正化対策を立案し、支部評議会に

おける議論を経て、24年度事業計画に具体的な取組みを盛り込みました。

具体的な医療費適正化対策の方向性としては、ジェネリック医薬品の使用促進を図る取組

みや健診結果に基づく加入者への受診勧奨を通じた疾病の重症化予防など、保健事業に注視

した取組みを多くの支部で盛り込みました。また、医療費適正化を効率的に推進するため、

都道府県や他の保険者とも協働した取組みの他、新規の取組みを他の支部と共同で実施し、

相乗効果を図るといつたことも対策として盛り込みました。

|(3)ジ ェネリック医薬品の更なる使用促進

ジェネリック医薬品の使用促進は、保険料負担を少しでも軽減する保険者自らが実施で

きる対策であるとともに、加入者の皆様の窓口負担の軽減にもつながります。重点的な使用

促進策としては、ジェネリック医薬品に切替えることでどれくらい窓口負担が軽減されるの

かお知らせする「ジェネリック医薬品軽減通知」のほか、加入者や事業主の皆様には「ジェ

ネリック医薬品使用促進チラシ」を作成し、協会窓口や協会からの郵便物に同封して配布し

ました。そのほか、保険薬局、関係団体等には健康保険組合連合会と連名の「ジェネリック

医薬品使用促進ポスター」を配布するなど周知広報に努めてまいりました。

支部数 内  容

保健事業等 7支部

○ 行政 と連携 した地域密着型の保健事業

特定健診・がん検診 か ら特定保健指導まで一連の事業を市町村 と一体 となつて

推進 し、特定健診 と特定保健指導の実施率の向上を図る。

○ 特定保健指導対象の被保険者への事前情報提供

特定保健指導対象の被保険者の 自宅宛てに「特定保健指導のご案内」を送付 し、

早期 にご自身が対象者 であることを認識いただき、6カ 月間の特定保健指導の中

断率低下、実施率向上を図る。

O ITを 活用 した力日入者の健康づ くり支援 と効率的な保健指導

加入者各 自の健診履歴や行動 目標の実施状況をHPを 通 じて蓄積 できるように

し、加入者の健康増進や生活習慣改善意欲 を促進す る。特定保健指導対象者 と協

会の保健師等 とのコ ミュニケーシ ョンツール としても利用 し、保健指導の効率化

を図る。

O糖 尿病重症化の予防

加入者の QOL向 上及び医療費適正化 を 目的 として、健診データ・ レセプ トを

活用 し、糖尿病未治療者 に対 して早期治療・生活習慣改善を勧奨す る。

○ 事業所訪間を通 じた保健事業等の促進

加入者 に対す る健診結果の情報提供に加 え、事業主に対 して、各事業所単位の

オーダーメイ ドの健診結果等 を提供 して、これによ り、特定健診 と特定保健指導

の実施率向上、ジェネ リック使用促進等を図る。
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l)ジ ェネリックE菫昌HEE知
21年度より実施している自己負担の軽減額を通知する取組みについて 23年度は、9月 か

ら 11月 にかけて 35歳以上で、軽減可能額が月額 300円 以上となるカロ入者 (前回通知した約

55万人は除く)を対象に、約 84万人に通知しました。さらに、今回は新たな取り組みとし

て、一度通知した 84万人のうちジェネリック医薬品に切り替えていただけなかったカロ入者

に対して、2回 目の通知を 22支部において実施し、24年 2月 と 3月 にかけ約 21万人に送付

しました。

医療費の軽減額効果額については、1回 日通知の 84万人のうち 233%に あたる約 20万

人の方にジェネリック医薬品に切り替えていただき、その財政効果は 1カ 月あたり約 2億

5,000万 円 (年間約 30億 円)と なりました。

なお、23年度より送付先を「事業所宛」から「力日入者宛Jに変更しました。これにより

確実に力日入者へ通知が届くようになったことが、さらなる切替え効果上昇につながったと考

えています。

【〈目喜 4-2)ジ ェネリッタE察贔軽減■通知サービス 送付●・切書奢漱 】

‖)ジェネリック医薬品希望カー ド●

ジェネリンク医薬品の希望を医師や薬剤師に伝えやすくするため、「ジェネリック医薬

品希望カー ドJを 21年度より作成してきました。また、22年度からは、保険証やお薬手帳

等に貼り付けて使用できる「ジエネリック医薬品希望シールJを作成し、力日入者の皆様に配

布しました。

なお、中央社会保険医療協議会では診療報酬改定の結果検証を行うため、患者における

後発医薬品に対する意識等の調査 (平成22年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査 (平

成23年度調査))を実施しましたが、この調査では、協会にカロ入している回答者のうち646%
が「ジェネリック医薬品希望カー ドについて知つている」と回答し、22年度に続き、他の保

険者と比較して最も高い認知度 (協会646%、 健保組合423%、 共済286%、 国保344%)

となりました。

‖)その他の取組み

23年 9月 には健康保険組合連合会との共催により「ジェネリック医薬品の使用促進に関す

るセミナー」を開催し、各医療保険者や加入者に向けて、協会としての使用促進の取組みに

ついての情報を発信しました。このほか、都道府県に設置されている後発医薬品使用促進協

議会へ協会も参加するなど、使用促進のための環境づくりに努めています。

なお、協会のジェネリック医薬品の使用割合は、24年 3月 時点では、数量ベースで238%
となってお ります。24年度は「24年度までに数量ベースで 30%」 という国の目標の最終年

度であることも踏まえ、さらなる使用促進への取組みを図っていく必要があると考えていま

す。特に 24年 4月 以降は診療報酬改定により、調剤薬局で薬剤を渡す際にジェネリック医

薬品に変更した場合の軽減額等を情報提供することとなり、協会としてもこの動きに合わせ、

使用促進への有効な取組みを行つてまいります。

【(口表 4-3)協会のジエネリック医薬品の使用割合】
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日 (4)関係方面への積極的な意見の発信

保険者間の連携のもと、医療費や健診データの分析結果を活かし、中央社会保険医療協

議会をはじめ関係方面に対して、加入者 。事業主の立場に立った保険者としての意見を積極

的に発信していくこととしております。

本部においては、国の各種審議会等 (中央社会保険医療協議会 (中 医協)、 社会保障審

議会医療保険部会、同介護給付費分科会等)に参画し、意見を発信しています。

23年度は診療報酬と介護報酬の同時改定にあたり、様々な場面で協会けんぽの立場から

発言を行つてきました。

特に、診療報酬の改定率については、保険料率の「3年連続の引上げ」「10%台への引上

げ」が避けられない状況の中、社会保障審議会医療保険部会 (H月 24日 )、 中央社会保険

医療協議会総会 (11月 30日 )では、「賃金低下に見合うよう現役世代の保険料負担や患者

負担を少しでも軽減しなければならない。とりわけ厳しい財政状況におかれている協会けん

ぽとしては、診療報酬の改定は引下げが必要といわざるを得ない」と発言し、引下げの改定

を主張してきました。また、他の支払側団体 (健康保険組合連合会、日本経済団体連合会、

日本労働組合総連合等)と 連携し各方面への要請を行つてまいりました (以 下参照)。

【24年度診療報酬改定に関する要請等】

● 平 成 24年度 診 療 報 酬 改 定 に 関 す る要 請 (11月 11日 )

中医協支払側 6団 体連名 によ り、厚生労働 大 臣に要請

● 平 成 24年度 診 療 報 ulH改定 に 関 す る 1号倶」の 基 本 的 考 え方 (11月 25日 )

1号側 (支払側 )委員 の連名 によ り、中央社会保 険医療 協議会森 田会長 に提 出

● 平 成 24年度 診 療 報 酬 改 定 等 に 関す る緊 急 要 請 (12月 16日 )

中医協支払側 4団体連名 によ り、民主党 。社会保 障 と税 の一体改革調査会細川律夫
会長 に要請

● 平 成 24年度 診 療 報 ull改定 等 に 関す る緊 急 要 請 〈12月 19日 )

中医協支 払側 4団体連名 によ り、民主党 。政策調査会前原誠 司会長 に要請

● 平 成 24年度 診 療 報 酬 改 定 に 関 す る 1号 4111(支 払 領1)の 意 見 (12月 21日 )

1号側 (支払側 )委員 の連名 によ り、中央社会保 険医療 協議会森 田会長 に提 出

一方、介護報酬については、社会保障審議会介護給付費分科会において「介護報酬の改

定率についても、現在の経済状況を勘案し、引き下げの方向でまとめ、その旨、報告書に明

記してもらいたい」 (H月 24日 )、 これまで交付金で対応していた介護職員の処遇改善を

介護報酬の中で対応するという案に対しては「交付金を単純に介護報酬に上積みすることは、

認められない」 (12月 5日 )等、保険者の厳しい財政を反映した主張を行いました。

しかしながら、最終的には政府において、診療報酬は診療報酬本体と薬価改定等を併せ

た全体 (ネ ット)の 改定率は、+0004%、 介護報酬の改定率は+12%と 、いずれもプラス

改定となりました (12月 22日 )。 これに対し、協会としては「協会けんぽの加入者の賃金

も一貫して下がり続けており、また、大変厳しい経済環境の中、経営している中小企業のこ

とを考えると、今回の決定は納得できません。これまで、10%を超えないよう政府・与党に

マイナス改定を要請してきた、中小企業を預かる協会としては、今回の決定は大変残念とい

うより他ありません」との理事長コメントを報道機関等に対して発表しました。

診療報酬改定以外の関係では、11月 24日 の社会保障審議会医療保険部会で協会の厳しい

財政状況について説明を行ったほか、その後の 12月 1日 に開催された部会で「協会けんぽ

はこのままでは 3年連続の保険料率の引上げ、かつ、わずか 3年間で 8:2%か ら10%を超え

る水準になる。早急に国庫補助率を法律本則に規定された上限の 20%に することが最低限

不可欠である」、「協会けんぽの財政状況は緊急事態そのものであり、全面的な総報酬害」だ

けでも早急に実施して頂きたい」との発言をし、国庫補助率の 20%引 上げ及び高齢者医療

制度の見直しを求め、協会の財政基盤強化の必要性を訴えました。

また、同日の部会では、以前より協会が主張してきた保険者による調査権限の法律上の

明確化、傷病手当金の見直し、柔道整復療養費の見直しについて意見を表明しました。12

月 5日 の部会では産体期間中の保険料負担免除の案に対して、既に休業補償等の手当てを行

つている医療保険制度において保険者の追加負担を求める提案は受け入れられない旨を表

明しました。

23年 9月 より開催された、社会保障審議会・短時間労働者への社会保険適用等に関する

特別部会では、適用拡大をするのであれば、医療保険者に対する何らかの財政支援措置と

セットでなければ到底受け入れられず、大企業に比べて既に非常に重い保険料負担をお願

いしている中小企業への十分な配慮は必須である旨発言しました。

健診、保健指導等の関係では、23年 4月 に厚生労働省に設置された「保険者による健診・

保健指導等に関する検討会」において、特に後期高齢者支援金の加算・減算制度について、

「仮に現制度の中でどうしていくかということを考えた場合には、せめてイコールフッテ

ィングと関係者が納得するグルービングの中での競争であるべき。協会けんぽの場合、規

模なリバックグラウンドが全く違う保険者であり、他の保険者と同等に競争できるレベル

ではなく、結果だけでもってペナルティを課していくことは極めておかしい」との意見を

述べました。協会に係る加算・減算の取扱いは、24年 3月 22日 同検討会開催時点では、「協

会けんぽは強制加入である等のために必ずしも個々の事業主が主体的に加入しておらず、

保険者と事業主の距離感が相対的に大きく、事業所内での保健指導においては、事業主の

協力を得難い場合がある。また、小規模の事業所が全国に散在し、 1事業所当たりの保健

指導対象者が少なく効率的な保健指導の実施等について課題がある」との個別事情もあり、

その取扱いについては検討中とされていました。その後、24年 6月 27日 に検討会において、

後期高齢者支援金のカロ算・減算制度については「① 第 1期 (平成 20年度から平成 24年度)

の特定健診・保健指導の実績については、平成 24年度の実施状況により平成 25年度の後

期高齢者支援金を加算・減算させることとされており、その場合の、加算対象保険者は、

特定健診又は保健指導の実施率が実質的に 0%の保険者とすること」、「② 第 2期 (平成 25

年度から平成 29年度)については、それぞれの年度の実績に応じて翌年度の支援金を加算・

減算することとなるが、その取扱いについても基本的に第 1期 と同様とすること」といった
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内容の中間とりまとめがされ、協会けんぽにおいては、第 1期、第 2期を通じ、加算対象

保険者には該当しないこととなりました。

一方、支部においても、保険者協議会や地域・職域連携推進協議会等に参画しているほ

か、都道府県における医療費適正化計画検討会、ジェネリック使用促進協議会にそれぞれ

20支部が参画し、有識者の協力を得ながら地域の医療実態についての知見を深めつつ、積

極的な意見発信をするよう努めています。今後も新たに参画する支部が増えるよう引き続き

都道府県に働きかけていきます。

|(5)調査研究の推進等

:)保険者機能の強化のための調査研究

医療費の増加は高齢化とともに医療の高度化が主な要因とされています。医療の高度化

に関しては、今後も新しい技術が開発され続けるものと見込まれますが、限られた財源の下

で持続可能な医療保険の制度運営を図るため、新医療技術を適切に評価しつつ、医療費の効

率化を図る必要があるものと考えられます。このような状況も踏まえ、23年度の調査研究

事業では、薬剤費に焦点をあて、①薬剤経済評価 (医薬品の費用対効果による評価)の手法、

②ジェネリック医薬品のこれまでの施策と今後の促進策、③かつて政府において薬価基準制

度に代わる仕組みとして検討された参照価格制度の 3つのテーマに焦点を当て、わが国の薬

価制度の問題解決につながる仕組みについて検討を行いました。具体的にはこの分野の有識

者を招へいして検討会を開催し、また講師著作や検討会で紹介された資料、学術文献等から

情報を収集し、論点整理を行いました。

なお、調査研究テーマの一つであった「薬剤経済評価」については、24年度以降の中央

社会保険医療協議会において、「医療技術 (薬剤、材料を含む。)における費用対効果の導

入の検討」が新規検討項目に上がり、費用対効果の観点についても検討することとなってい

ます。

‖)医療と健康保険制度等に関する調査

協会の加入者の医療や健康保険に対する意識や意見、要望等を把握し、協会の事業やサー

ビスの向上、保険者機能の発揮のための企画立案に資するため、2年に 1度、定点的な意識

調査として実施している「医療と健康保険制度等に関する調査」を 9月 に実施しました。

主な調査結果ですが、「医療全般に対する満足度」に対しては、「満足」「まあ満足」を

合わせて 3割強 (35.3%)が 概ね満足と回答していますが、「やや不満」「不満」を合わせ

ると4人 に 1人は何らかの不満を感じているという結果が出ています。

協会において、使用促進への有効な取組みを進めている「ジェネリック医薬品」に対して

は、4割 (398%)が 「ジェネリック医薬品を使ったことがある」と回答しており、21年度

に実施した前回調査 (259%)と 比べ使用経験者の害」合は大きくなっており、「どういうも

のかを知っていたが、使つたことはない」 (45.3%)を 合わせると9害」弱 (851%)が ジェ

ネリック医薬品の内容を認知している結果が出ています。

「増え続ける医療費に対し、今後何らかの方法でまかなっていく必要があるが、国民の負

担が増えたとした場合どのようにまかなっていくのが適切か」という質問 (複数回答)に対

しては、半数近く (464%)が 「医療機関を受診 した際の患者の負担割合を増やす」と回答

しており、次いで、「税金をあげてまかなう」 (269%)「私たちが払う健康保険の保険料

を引き上げる」 (21.1%)と なっています。前回調査と比べると「医療機関を受診した際の

患者の負担割合を増やす」の割合が高くなっています。

「医療サービスの水準と費用負担の関係について」は、4人 に 1人が「サービス水準が低

下しても負担額は増やさない」 (247%)と 回答しており、前回調査より高い割合となって

います。また、「サービス水準が向上するなら負担増はやむを得ない」が 2割 (23.0%)と

なり、前回調査と比べ低い割合となつています (調査の結果の概要については参考資料を参

照)。

面)医療費等に関するデータベースの拡充

医療費や健診・保健指導結果に関するデータベースについては22年度に引き続き拡充し、

協会内での活用だけではなく、ホームページや運営委員会等を通じて一般に広く情報提供を

しています。

統計情報では、年報、月報、医薬品使用状況を随時公表したほか、力日入者、医療費、調

剤医療費について、支部別、年齢階級別、傷病分類別、薬効分類別など分析用のデータを更

新し、ホームページに掲載しています。

医療費分析においては、「都道府県医療費の状況」「都道府県別医療費に関するレーダ

ーチャー ト等」の中の「全国平均との比較や乖離率」や「所要保険料率 (激変緩和前の保険

料率)の地域差」について、これまで入院、入院外 (調剤を含む)、 歯科についてのみの分

析でしたが、23年度からは、柔道整復等の療養費についても分析を可能としました。また、

二次医療圏別医療費マップを作成し、ホームページに掲載しました。

今後も医療の質の向上、効率化の観点から、さらに医療費等に関するデータベースを充

実してまいります。

Ⅳ)支部における調査研究について

この他、23年度は、本部だけではなく支部においても調査研究の実施に着手しました。

東京支部、大阪支部、山梨支部の 3支部において実施しましたが、何れも有識者の協力を得

て実施しています。

東京支部においては、東京都と連携し、生活習慣病予防健診の結果について、医療費デ

ータと突合し、重症化予防による医療費への効果を予源」し、効果的な重症化予防策を検討す

る取組みを実施しています。

大阪支部においては、保健事業の効果などを見るため、次頁①～⑥の階層群の方々の医

療費等 (階層間の移動、医療費の変化、健診結果)の経年変化を調査研究していきます。
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山梨支部においては、健診データと医療費データの関係を分析し、医療費適正化に向け

た保健事業の在り方を探求し、県保険者協議会等での意見発信を行う取組みを行つています。

3支部においては、今後も引続きこれらの調査研究を実施していくこととしています。

(6)加入者に響く広報の推進

加入者・事業主の皆様への広報については、協会のホームページや各支部から配信する

メールマガジンなどの各種広報ツールを活用 し、タイムリーな情報提供とより丁寧な広報

活動を行っております。協会のホームページでは、支部ごとのページで、支部評議会の情

報や健診機関の情報、都道府県ごとに催される健康づくリイベントの案内や医療情報など、

地域に密着した情報を提供しています。ホームページの利用状況は、平均アクセス件数が、

平日は 43,675件 (前年比 877件増)、 休 日が 21,583件 (前年比 7,019件 増)と なり、い

ずれも22年度より増カロしました。アクセスの内訳では「申請書のダウンロー ドJが 6割を

占めています。協会ホームベージの役割として、加入者 。事業主の方が必要な情報を必要

な時に取り出せるよう、各種申請書をホームページ上で閲覧、ダウンロー ドしやすいよう

にしています。

カロ入者の皆様に役に立つ情報を直接お届けする、あるいは皆様からピ意見を伺 うことも

できるメールマガジンは、全支部で導入していますが、対前年度 12,701件 増の53,085件

の登録があり、23年度内には全支部延べで 647回の配信を行いました。

その他、日本年金機構の協力のもと、事業所に送付する保険料の納入告知書に支部ごとに

協会けんぽのお知らせを同封し、定期的な情報提供を行っています。

また、協会の事業やサービスの充実に役立てるほか、カロ入者の視点に立った広報を進める

ため、カロ入者の中から公募した約 140名 の方に協会けんぽモニターとなっていただき、アン

ケー ト調査等にご協力いただいています。23年度は「医療費適正化に関するアンケー ト調

査Jを実施しました。モニターとしてご協力いただいている皆様は、協会の事業運営への関

心も高く、貴重なご意見をいただいており、これらの結果を踏まえながら、今後の医療費適

正化対策の立案を行っていきたいと考えています。

さらに、各支部では自治体や関係団体と連携 し、健康保険の対話集会やセミナーを通じて

加入者の皆様と直接対話する機会を設けました。社会保障・税一体改革の関係では 5つの支

部において、内閣府・厚生労働省から担当者を招き対話集会を開催 しました。

今後も、引き続き加入者や事業主の皆様から直接意見を開く取組みを進めることにより、

加入者の視点に立ったわかりやすい広報に活かしていくとともに、さまざまな広報機会を活

用しながら情報発信力を強化してまいります。

-46-

2登録件数は、 1人が複数の支部に登録している場合であつても1件とカウント.

【〈園表4-5)協会ホームページの利用状況】

協会ホームベージ1日 当たり平均アクセス数 (セッション数)

フ0,000

m.∞o

40.OOO

30′ OID

20,●Ю

10,000

9月 tO月

(注 )セ ッシ ョン数 :協会ホームペー ジに訪れ た人数を計上 してお り、同 じ人がホームベー ジ中の複 数ベー ジ

を見た場合 で も 1と カ ウン ト。

【(日長4-6)協会ホームページの利用状況 (アクセスの内釈)(23年 4月 ～24年 3月 )】

インフォメーション
09%

協会 について

08%
インターネット

サービス
04%

保健サー ビス

38%

健康保険サー ビス

50%

日 (7)保険料率ワ1上げに係る周知広報

24年度の全国平均の保険料率は、22年度から3年連続の引上げとなりました。中小企業

の厳しい経営環境の中で、保険料率に関するカロ入者め皆様の理解を深め、さらに医療保険制

【(国 表4-4)協会メールマガジンの実施状況 (23年 4月 ～24年 3月 )】
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度全体の枠組みについて政府や国民全体の議論に発展するような周知広報に努めました。特

に「一緒に考えたい、これからの健康保険J(新聞広告参照)をキャッチコピーとして各種

広報媒体でメッセージを発信しました。

具体的には、地方紙を中心とした広告掲載 (15支部については全国紙)、 地元マスメデ

ィア (テ レビ・ラジオ等)を活用した広報や地方自治体・関係団体と連携した周知広報をき

め細かく行つた|まか、保険料納入告知書送付の機会を利用したチラシ同封にカロえ、全事業所

と任意継続被保険者の方々へのリーフレットの送付による周知などの取組みを進めてまい

りました。

また、支部によつては、中小企業団体など関係団体のご協力を得て、各種会合において

厳しい財政状況の見通しについて説明するとともに、機関誌等への情報掲載を依頼するなど

の取組みを行つてまいりました。

なお、カロ入者・事業主の皆様からは、改定実施までの間 (24年 2月 中旬～4月 上旬)に

多くのお問い合わせや苦情、ご意見等をいただきましたが、これをしつかりと受け止め今後

の事業運営に活かしていきます。

【新日広告 (東京支部蔵)】

健康保険綸付等       |   ‐              |   ■ ‐

|(1)現金綸付の支綸状況

傷病手当金の支給件数は91万件となっており、前年度に比べ 1万 5千件 (16%)の 減

少となつています。支給額は 1,621億 円となつており、前年度に比べ 38億 円 (23%)の減

少となつています。

出産手当金の支給件数は 12万 2千件となっており、前年度に比べ 6 ff4(53%)の 増

加となつています。支給額は 489億円となっており、前年度に比べ 23億 円 (50%)の増加

となつています。

出産育児一時金の支給件数は 40万 5千件となっており、前年度に比ぺ 9f14(22%)
の減少となっています。支給額は 1,700億 円となっており、前年度に比べ 37億 円 (21%)
の減少とならています。

高額療養費 (償還払い)の支給件数は 74万 5千件となつており、前年度に比べ 2万 8千

件 (37%)の減少となっています。支給額は 510億円となつており、前年度に比べ 27億円

(500/0)の減少となっています。

※ 高額療姜費は、19年 4月 より、70歳未満の方の入院に係る高額療養費の現場給付化が図られていま

す。また、24年 4月 より70歳未満の方の外来に係る高額療養費の現物給付化が図られています。 (70

歳以上の方につ いては八院・ 外来 ともに魔 に現物給付化が されていま した。 )

なお、現物給付による高額療養費の文給件数は 220万 9千件、支給額は2,675億円とな

つており、高額療養費全体では 295万 4千件、3,185億円となっています。

療養費については、柔道整復療養費の支給件数は 1,365万 1千件 となっており、前年度

に比べ 50万 1千件 (38%)の増カロとなっています。支給額は 647億円となっています。人

口当たりの柔道整復師数と柔道整復療養費の件数には相関関係が見られ、ここ 10年間で柔

道整復師数が急増していることを背景に療養費も大幅に伸びています。

なお、柔道整復療養費の請求 1件当たり (1療養者 1カ月分)の部位数、施術回数の多い

ものを支部別に見たものを参考資料として掲載しています。

曜

郡

難

■
様
の
ご
理
解
を
お
■
い
い
た
し
ま
■

平
■
２
年
〓
０
■
Ｅ
饉
臓
“
串
引
上
げ
に
つ
い
て
．

―

一言

協會けんにの
■鷹保臓科率が

l全日平均1饂に。

●
“
出
●
■
■
０
■
●
　

択́

壽
●
●
Ｆ
●
”
〓
０
■
●
レ

●
口
●
■
■
●
餞
●
■
■

”^
％
一自
で
０
■
■

一
■
蜀
ヨ
Ｆ
８
日
Ｆ
三
百
て
い
■
■

‥

…

・

●
‘
●
■
●
０
■
●
に
　
　
　
　
　
　
　
　

，
ｉ

雛
ο‐
・

瓢騨

'饉
翼壼壼■

-48- -49-



その他の療養費の支給件数は80万 8千件となっており、前年度に比べ3万 1千件 (40%)
の増加となっています。支給額は 113億 円となっており、前年度に比べ 5億円 (44%)の
増加となっています。

各支部における状況は図表 48、 4-9の とおりです。

【(図表 4二7)現金綸付費等の推移】
(件数 :件 、金額 :億 円、1件当たり金額 :円 )

19年度 20年度 年 度 22年 23年度

傷病手当金

1キ数
871,860

(16%)

879,932

(09%)

922,602

(48%)

924,770

(02%)

909,617

(▲ 10%)

金 額
1.560

(133%)

1,628

(44%)

1.699

(4:4%)

1,659

(▲ 24%)

1.621

(▲ 23%)

1件 当た り金

額

178,960

(116%)

185.060

(34%)

184,190

(▲05%)

179,382

(▲ 26%)

178,165

▲07%)

出産手 当金

件数
108,722

(▲ 183%)

103.650

(▲47%)

109,111

`5■

%ヽ

115,640

(60%)

121,746

(53%)

金額
428

(▲ 128%)

417

(▲ 25%)

441

(58%)

466

(55%)

489

(5饂 )

出産育児一時金

件数

金額

431,227

(26%)

422,222

(▲21%)

392.585

(▲7帆 )

414,363

(55%)

405,416

(▲ 22%)

1,475

(102%)
1,487

`08%)

1.549

(42%)

1,737

(121%)

1.700

(▲21%)

高額療養費

現物給付分

件 数
1,310,64フ

(750%)

1.822,219 1,995,027

(95%)

2,142,189

(74%)

2.208,779

(31%)

金額
1,668

(1011%)

2,070

(241%)

2.282

(103%)

2,581

(131%)

2,675

(36%)

1件当たり金

額

127.252

(149%)

113.579

(▲ 107%)

114,383

(07%)

120.502

(53%)

121、 114

(05%)

現金給付分

(償還払い)

件数
1,093.577

(▲ 212%)

749,フ 94

(▲ 314%)

797.131 773,181

(▲ 30%)

744.896

(A37%)

金額
1,036

〔▲331%)

593

(▲ 428%)

585

(▲ 12%)

537

(▲ 83%)

510

(▲ 5銚 )

94,737

(▲ 150%)

79,050

(▲ 166%)

73.434

(▲ 71%)

69,417

(▲ 55%)

68,469

(▲ 14%)

計

件数
(125%)

2,572.013

(70%)

2,792,158

(86%)

2.915,370

(44%)

2,953.675

(13%)

金 額
2,704

(137%)

2,662

(▲ 15%)

2,867

(77%)

3,118

(87%)

3.185

(22%)
1件 当たり金

額

112.462

(11%)

103.513

(▲80%)

102,693

(▲08%)

106.954

(41%)

107.837

ro n“ 、

柔道整復療養費

件 数
11,190,766

(91%)

11.672.149

(43%)

12.591.402

(79%)

13.150.264

(44%)

13,651,151

rn A%、

金額
585

(79%)

604

(33%)

635

(52%)

643

(12%)

647

(00%)

1件当たり金

額

5,224

(01%)
5,172

(▲ 1鰯 )

5,045

(▲25%)
4.889

(▲ 31%)

4,737

(▲ 31%)

その他の療養費

件 数
665,983

(101%)

702.581

(55%)

775,904

(104%)

776,596

(01%)

807,815

(4011)

金額
91

(121%)

97

(60%)

106

(102%)

108

(14%)

113

(44%)

1件当たり金

額

13,679

(18%)

13,739

(04%)

13,701

(▲03%)

13,880

(13%)

13,927

※括弧内は対前年度

※件数は、人数とIま異なり、例えば 1人 2カ 月間受給される場合は2件とカウントされている。
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【(四表4-9)現金給付の各支IBにおける支給状況②】

吻
４２‐

※出産両児一時金の件数は、産児数である。

※出産育児一時金の件数には、直接払いの件数を含むが、内払い及び差額払いは含まない。

※高額療養費の中には、世帯合算、高額介護合算を含む。
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日(2)サービス向上のための取組ニ
協会においては、毎年お客様満足度調査を行うとともに、加入者、事業主の皆様のご意

見や苦情を受け止め、サービスの向上や改善に活かしています。

I)お客様膚足産口壺及びお客様の声

22年度に引き続き、23年度も24年 1月 30日 ～2月 24日 の間に、全支部の窓口に来訪されたお

客様にアンケー ト用紙に記入していただく形での、お客様満足度窓口調査を実施しました。

結果は、図表■10の ように、訪間目的の達成度 (前年度と同率)を除いた指標は前年度 と比

べ向上しました。 (お客様満足度調査の概要は参考資料を参照 )

電話、メール、手紙等による「お客様の声」についても、22年度に引き続き全支部におい

て毎月定点調査を行つています。 (図表4-11を参照)

【(目裏 4‐ 10)お客様油口由窓口■査】

,標 23生Fリ

窓 ロサ ー ビス としての満足度 948% 95 59

職員の1 に対する満リ 94 9% 952%
目的の連「 955% 95 59

口での待ち
'

の 916 92 3●7

:度 82.1% 832%

【(国表4-11)各支部に書せられた rぉ害機の声Jの橿晏】 (23年産定点田壼まとめ)】

‖〕サービススタンダー ド

協会においては、健康保険給付の申請の受付から振込までの期間についてサービススタ

ンダー ド (所要日数の目標)を 10営業日に設定し、サービスの向上を図つています。

サービススタンダー ドの達成状況については、毎月の実施状況を集計・分析しておりま

すが、24年 1月 に初めて全支部において達成率が 100%と なりました。23年度のサービス

スタンダー ドの達成率 (10営業日以内に振込むことができた割合)は 9976%、 平均所要日

数は781日 となっています。

今後も、「正確Jかつ「丁寧Jな事務処理を行 うとともに、達成率が安定して 100%と な

るよう、適正な審査、迅速な支払いを行うよう取り組んでまいります。

‖)サービス向上に向けた腱員の色青研修

お客様本位のサービスの考え方の徹底や接遇技術の一層の向上を図るため、CS(顧客満足 )

向上推進者研修を実施し、他支部の CS向 上に係る取組についての情報の共有化を図るとと

もに、民間企業での取組み事例を紹介し、職員の CSへの意織向上を促進 しました。

また、支部全体の電話応対を改善するため、電話応対手法の知識、技術の習得だけではな

く、支部内で他の職員に対して指導していくためのポイント等を習得し、研修終了後には教

材を各支部に配布しました。

「
〕健底保腱曇員の晏嘔

健康保険委員は、各事業所等において広報、相談等健康保険事業を推進していく上で大き

な役割をお願いしており、23年度も22年度に引き続き委員の委嘱拡大を進めてまいりまし

た。24年 3月 末には、委嘱者数 67,261名 (昨年同月比 1,346人増)と なつています。

また、協会の事業運営に対して理解、協力を頂くため、メールマガジン等による定期的な

情報の提供や研修会を開催したほか、対話集会やセミナーヘ参カロいただき、事業運営に対す

る意見をお聴きするなどの取組みを行いました。

v〕 申■書についての取組み

申請書等の様式や記載要領等については、ホームベージヘの申請書等及び記入例の掲載、

パンフレットやリーフレットの作成等、加入者及び事業主の皆様にわかりやすい情報提供に

努めています。

23年度は、加入者からの間合せが多かった任意継続、高額療姜費、限度額適用認定証に

ついて、任意継続加入後の保険料納付方法等のご案内、限度額適用認定証と高額療姜費のリ

ーフレットを作成しました。特に限度額適用認定証については、医療機関に協力を依頼 し、

医療機関窓口で申請書一体型のリーフレットの配布を開始しました。また、高額療養費の精

求の目安となるよう、簡易試算をホームベージに掲載しました。

今後も定期的にお客様の声等を参考にし、加入者の立場に立ち、よりわかり易い様式等の

改善を進めてまいりたいと考えてお ります。

吉ほ
穂 理シ "

主な著拍 ごt見  ごII案

tt●●贅格賽癸騒知の選■●

"に
ついて

高目瞭姜癸■an■錮■月日定Eの口安に
ついて
歓彙嗅キLの選■力じについて

医療,通知の選

"方
法について

腱0'日 の鶴寅について
生置口債

"腱
0興詢

“

目のユえについて
ジェネリックE颯二●1輛雌 について
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また、健康保険給付等の申請、届出については、郵送を推進しています。ホームペ∵ジや

年金事務所等で申請書を入手して送付いただければ、協会の窓口にご来訪いただかなくても

手続きが行えます。23年度の申請、届出を郵送により提出いただいている害」合は約 722%

です。各種広報誌への掲載や、来訪者、健康保険委員研修会及び日本年金機構が実施する説

明会で周知し、引き続き郵送化の促進に努めます。

Ⅵ)その他の取組み

インターネットによる医療費の情報提供サービスについては、多くの方々に利用していた

だけるよう日本年金機構が事業主の皆様にお送りする保険料納入告知書にご案内を同封し

た他、郵送でお送りしている医療費通知の封筒を活用して周知広報を行つており、23年度

中には6,149人 の方が新たに IDを取得し利用しています。

任意継続被保険者の保険料納付方法については、毎月の納付の手間が省け、納め忘れによ

る資格喪失の防止にもなる日座振替の利用について、主に資格取得申請時にお知らせしなが

ら促進しています。

高額療養費の未申請者に対するサービスとして、あらかじめ必要事項を記載した申請書

(タ ーンアラウン ド通知)を送付し、協会に返送していただくことにより、申請もれを防止

しています。

また、医療機関から提出されたレセプ トを審査した結果、医療費が減額査定された場合、

一部負担金の減額が 1万円以上になる加入者の方に対しては、減額査定された医療費をお知

らせしており、23年度は8,088件 のお知らせを行つています。

|(3)窓ロサービスの展開

各種申請等の受付や相談等の窓ロサービスについては、支部窓日のほかに、年金事務所に

も窓口を設置しています。

24年 3月 末現在、年金事務所 (分室を含む)の うち248カ 所において窓口を開設してい

ます。23年度中に、支部と事務所間の距離や訪間人数を考慮した結果、33事務所の窓口を

廃上し、3事務所において開設日を減じました。

今後も、窓日の受付状況、窓ロサービスの質を考慮しつつ、皆様のご理解を得ながら、必

要な見直しを行っていきます。

|(4)適正な現金綸付業務の推進

現在、協会としては、財政状況が厳しい中、傷病手当金等に係る不適切な申請事案に対

しては厳格に対処し、不正受給は見逃さない方針で審査を行つています。

傷病手当金、出産手当金等については、不正請求の疑いがある申請等に対応するため、

22年度に立ち上げた「保険給付適正化プロジェク トチーム」を活用し、審査・調査の厳格

化に取組みました。また、柔道整復施術療養費等についても、加入者への文書照会を実施し、

請求内容が疑わしいものについては、必要に応じ施術者に照会を行 う等、審査業務の強化を

図つてまいりました。

なお、傷病手当金、出産手当金の不正受給への対処及び給付の重点化の観点から、①支

給限度額の設定、②手当受給のための加入期間の設定、③事業主や保険医療機関等から協力

を円滑に得るための保険者の質問・調査権の法律上の明記などについて厚生労働省に制度改

正を要望していますが、これについて、23年 H月 9日 の社会保障審議会医療保険部会にお

いて議題として取上げられ議論が行われました。こうした議論も踏まえ、引き続き国におい

て検討されています。

一方、療養費のうち柔道整復師、鍼灸師、あんま・マッサージ・指圧師の施術に係る療

養費及び治療用装具は、近年、医療費の伸びを上回る勢いで増力口し、また、不正請求や不正

請求が疑われる事案も報告されています。これらも踏まえ、24年度の療養費改定に当って

は協会と健康保険組合連合会が共同して意見・改善要望を取りまとめ、厚生労働省に対し要

請文書を提出いたしました (「平成 24年度療養費改定に当たっての意見 (要請)」 24年 3

月 13日 )

|(5)被扶養者資格の再確認

健康保険の被扶養者が被扶養者でなくなった場合には届出を行い、資格を解除すること

になっていますが、その届出が提出されないままとなっているケースがあります。この届出

が提出されないと、加入者でない者が加入者としてカウントされることとなり、高齢者医療

制度への拠出金等の算出基準が被保険者・被扶養者総数に応じたものであるため、協会の負

担が過大なものとなります。

このため、被扶養者資格の再確認により、資格の解除を進めています。

23年度は、東日本大震災の影響により、実施を見送ることとしました。24年度は、5月

末から7月 にかけて実施することとしています。

(6)債権の発生防止及び早期回収

力日入者の方が、加入者の資格を喪失したのちに被保険者証を返還せず、その後に被保険

者証を使用して給付を受けた場合には、加入者であった方に対する債権が発生します。

この債権発生を防止するため、被保険者証の回収の催告を行っていますが、1回 目の催告

(一次催告)を 日本年金機構から行い、これにより回収できなかった方には協会から繰 り返

し催告を行つております。今後はさらに、事業所訪間や電話による催告を実施するなど、一

層の回収強化に向け取り組んでまいります。そのほか、医療機関でのポスターの掲示、保険

料納入告知書へのチラシの同封などにより資格喪失後受診の防止について周知を図る取組

みをあわせて行いました。

これらの取組みにもかかわらず、発生した債権 (前述の資格喪失後受診によるもの以外

に、給付事由が第二者の行為によって生じる損害賠償債権を含む)に ついては、支部毎に回

収目標値を設定し、債権回収業務を実施しています。特に債務者の返還意識の高い新規発生

債権や債権額が比較的高額で損害保険会社が関係する損害賠償債権などについては、重点的
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に早期回収に努めるとともに、債権を発生原因、債権額、納付約束等に分類し、

じた納付勧奨を実施しています。また、納付拒否者に対しては、法的手続きによ

いても検討しており、23年度は H支部において法的手続きを実施 しました。24

部で実施することとしています。

それ らに応

る回収につ

年度は全支

レセプト点検の効果的な推進

口(1)効果的なレセプト点検
医療機関が保険者に医療費を請求するためのレセプ トは社会保険診療報酬支払基金 (以下

「支払基金」)で審査されていますが、支払基金において審査されていない事項等について

は協会においても保険者として資格・外傷・内容点検を行い、医療費の適正化を進めていま

す。

23年度は各支部において、内容点検効果額の具体的な数値目標を設定し、この目標に向

けた行動計画を策定するとともに、各支部の実情に応 じた点検体制 (チームマネジメン ト体

制)を構築して業務を行ってまいりました。本部においては各支部の行動計画の進捗管理を

適宜実施するとともに、個別指導を行い、協会全体での取組みを進めてきました。

これに加え、点検効果向上のためのブロック会議やレセプ ト点検に係る知識、技術を習得

するための研修を実施したほか、協会内のLANの 掲示版を活用した事例検討 (Q&A)を
実施するなど、点検情報の共有化、点検技術の全国的な底上げを行つてきました。

また、効果的な内容点検を推進するため、疑義のあるレセプ トを自動的に抽出し点検でき

るレセプ トの範囲や項目をさらに拡充して、抽出精度を上げるなど、点検業務を効率化しま

した。また、24年 1月 からは、点検業務のレベルアップ、競争性の確保の観点から、内容

点検の一部外注化を実施し点検業務を拡充しました。

資格点検では、保険診療時における加入者の資格の有無を医療機関照会 (23年度の照会

件数は 773,235件 )等 により確認する点検を実施しています。前述 (「2(6)債権の発生

抑制及び早期回収」)の 通り、加入者資格を喪失した方による受診を防止する取組みを進め

る一方で、この資格点検により無資格受診を把握し、資格喪失後に受診した医療費の回収を

行つています。

また、23年 10月 からは、支払基金において「オンラインによる請求前資格確認」が実施

され、レセプ トを支払基金から受け取る前に、資格情報のみを支払基金から受け取り、協会

のシステムで確認するという資格点検を実施し、協会における資格点検の軽減が図られまし

た。

外傷点検では、医療給付の対象となった外傷が業務上又は通勤災害に該当しなかったか、

交通事故等の第二者の行為に起因するものか否かを負傷原因照会 (23年度の照会件数は

244,730件 )等 により確認する点検を実施し、第二者の行為に起因する場合は損害保険会社

等に求償しています。

これらの取組みにより、23年度の被保険者 1人 当たりのレセプ ト点検効果額は、内容点

検、外傷点検でともに22年度を上回りました。特に内容点検については対前年度比で23.8%

増と大きく上回りました。
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【(回表4-12)被保険者 1人当たリレセプト点検効果額の推移】

円

3,000

2,500

2,000

1.500

1,000

500

(注 )

22    23  年度

内容点検   診察、検査、投薬等の診療内容に係る点検

外傷点検 … 医療給付の対象とな った外傷が労働災審や交通事故等の第二者の行為に超因するものか否か等の

給付発生原因に係る点検

資格点検  保険診療時点 |こ おける力0入者の資格の有無等に係る点検

23年 10月 より実施 している請求前資格確認

日 (2)多数回受診への対応

協会設立以降、レセプ トデータを活用することにより様々な分析に着手しています。そ

の中で、同一人物が外来で、同一月内に異なる医療機関を多数受診する、あるいは、同一の

薬を複数の調剤薬局において受け取るというような、多数回受診が把握可能となりました。

このような受診は、やむを得ない場合もありますが、必要以上に医療機関を受診してい

る場合には医療費の増加の一因となるだけではなく、患者自身も重複する検査や投薬により、

健康を害する可能性があります。

中には、同一人物が受診しているとは考えられない回数の受診や薬の処方がされている

といつた不正な受診が疑われるケニスまで見受けられます。

これまでも、レセプ ト点検や医療費通知等でこのような事象が判明した場合には、各支

部で「適正受診のご案内」をお知らせする等、個別の対応を実施しておりましたが、今後は

さらに、レセプ トデータから多数回受診の疑いがある対象者を抽出し、実態の把握を行い、

適切な対応を行つていきます。 (「多数回受診」に係るレセプ トの分析については、参考資

料「協会けんぽ力日入者の受診行動の分析」参照)
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保健事業

保健事業は、加入者の皆様の健康の保持増進を図るための協会の事業の重要な柱であり、

効果的かつ効率的な保健事業を展開することが、将来の医療費の抑制につながります。

健診及び保健指導を中核として、その他の保健事業を適切に組み合わせ、保健事業を総合

的かつ効果的に推進をしていきます。

|(1)特定健康診壺及び特定保健指導の推進

20年 4月 から高齢者の医療の確保に関する法律により、40歳以上の加入者に対する特定

健康診査 (以 下「特定健診」)及び健診後の特定保健指導の実施が医療保険者に義務づけら

れ、国から健診受診率等の達成目標 (参酌標準)が 示されています。具体的には、24年度

は、特定健診実施率は 70%、 特定保健指導実施率は 45%、 メタボリックシンドロームの該

当者・予備群の減少率は対 20年度比 10%と なつています。

これらの目標の達成に向けて、20年 4月 、政府管掌健康保険において、5カ 年計画 (下表

参照)が公表され、協会としても、これを踏まえ、特定健診等を推進しています。

【(回表 4-14)5カ 年計画における実施率目標】

20年 度 21年度 22年度 23年 度 24年度 (参酌標準 )

特定健康診査 54 4% 58 4% 62 3% 66 2% 70 0%

1被
保険者 60 0% 62 5% 65 006 67 5% 70 0%

1被扶養者 40.0% 47 5% 55 0% 62 5% 70 0%

特定保健指導 26 3% 31 35 9% 40.5% 45 0%

1被
保険者 28 2% 327% 37 1% 41 2% 45 0%

1被扶養者 20 0% 26290 32 4% 38 6% 45 0%

※ 被保険者 にかか る健診実施率 については、事業者か らの健診結果取得分 20%を 含む。

※ 40歳 以上の被保険者 1,134万人、被扶養者 407万人 (23年 度末時点 )

しかし、現状としては、後述のとおり、日標を下回る実施率となつています。これは、協

会の場合、他の保険者 (健康保険組合や共済組合)と 異なり、①小規模の事業所が広い地域

に点在し、1事業所あたりの特定保健指導対象者が少なく効果的な保健指導の実施が難 しい、

②協会へは強制加入であり、個々の事業所が自ら進んで加入しておらず、保険者と事業主と

の距離が大きく、健診や保健指導に対する理解を得られないことがあり、特に事業所内での

保健指導においては、従業員の仕事の中断となるため、事業主の協力が得難い場合があるな

どの事情が背景にあります。こうした事情を踏まえながら、22年 9月 に協会内の保健事業

推進検討会でまとめた保健事業の基本方針 (次頁参照)に沿つて特定健康診査及び特定保健

指導を最大限に推進し、今後も日標に向かつてさらに努力していきたいと考えています。
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i)健診

【被保険者の健診】

被保険者の健診については、従来よリメタボリックシンドロームに着目した特定健診の

項目を含む生活習慣病予防健診を実施 (健診費用の一部を協会が負担)し ております。

23年度の 40歳以上の被保険者の健診受診率は 427%(速報値)と なっており、22年度

の受診率 409%と 比較して 18%ポイン トの増、受診者数では 27万 2千件の増加となり、

483万 9千人の方が受診しました。23年度の日標 (475%)に は達していないものの、着実

に向上したものと考えております。 (各支部の状況は図表 4-19の とおり)。
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【保健事業推進検討会報告書に基づく基本方針】

保健事業の中長期的な展望や方向性について明確化することを目的に「保健事業推進検討会」を

22年 5月 に設置し、同年 9月 に報告書を取りまとめました。協会では、この報告書の基本方針に基

づき、生活習慣病対策として、特定健診及び特定保健指導を最大限に推進しています。 (報告書の

概要は下記のとおり。)

けん ぼに お ける保健 事 業の今後 の進 め方 に ついて (概要 )

平成22年9月

全国健康保険協会

本年5月 、協会に保健事業推進検討会 を設置 し、9月 までの間、5回 にわた つて保健事業の今後の進め

方 を検討 した。検討結果の概要は次の通 り。

○ 協会の保健事業の基本的方向性 と しては、特定健診及び特定保健指導 とともに、それ 以外の保健事

業 も着実に遂行 してい くことが重要。

○ しか しなが ら、特定健診及び特定保健指導の実施率は低い現状にあることか ら、当面の間、生活習

慣病対策と して、特定健診及び特定保健指導 を最大限に推進す ることを目標。

く特定健診の推進方策 >
□ 加入者等か ら要望の多い検査項 目の追加等の検討

例 胃内視鏡、ヘモグロビンAl c

□ 健診実施機関数を増やすため、健診機関選定基準の見直 しの検討

例 婦人健診や付加健診が実施できなくても一般健診が実施できれ|ま契約できるように基準を緩和する

□ 事業所の事務負担軽減のため、健診 申込み方法の見直 しの検討

□ 事業者健診デー タ取得に係る制度的課題の調整 を厚労省へ働 きかけ

く特定保健指導の推進方策 >
口 保健師一人当た りの特定保健指導実施件数 (評 価終 了件数)の増大に努力

例 現在手作業で行つている事務作業のシステム化

□ 管理栄養士、協会による保健指導を補完す るための外部委託の活用

例 健診と保健指導をセットで行うことが合理的であることから健診実施機関への委託を進める

○ 特定健診及び特定保健指導以外の保健事業 と して、 レセ プ トデータ及び健診デー タを活用 した重症

化防止対策や健康相談事業等を実施。



23年度においては、カロ入者や事業主の皆様の利便性向上や協会と健診契約機関の事務負

担軽減を目的に、様々な取組みを行ってきました。

健診実施機関の選定基準の見直し等により健診機関を前年より増やし、受診者の受入れ

の拡大と利便性向上を図るため、新たな健診実施機関との交渉を進めてきました。この結果、

23年度における健診機関は対前年度 91増の2,711カ 所となりました。また、健診受診者が

希望した場合において胃内視鏡検査の実施を可能にするなど、23年度の生活習慣病予防健

診の実施要綱等の見直しを行いました。

事業主の皆様の受診手続きの軽減を図る取組みとしては、健診対象者データのダウンロ

ー ドサこビスを 23年 4月 より開始しました。これまでの健診の申込みは、協会が年度当初

に送付する、予め事業所の全健診対象者が印字された申込書に、事業所の担当者の方が必要

事項を記載した上で行つていましたが、比較的大きな事業所では「営業所や部課単位で申込

書を仕分けする必要があり事務負担が大きい」等のご意見が寄せられておりました。このダ

ウンロー ドサービスの開始により、事業所において健診対象者の情報を適宜加工、編集する

ことができるため、営業所や部課単位の作業、管理が軽減されることとなりました。なお、

24年度 4月 からはインターネットを利用した健診の申込みを可能とするサービスを開始し

ています。

一方、労働安全衛生法に基づき行われる事業者健診の結果データの取得については、22

年度において、CSVデ ータ受入れのためのシステム改修やデータ作成単価の見直し等、取

得のための環境整備を行つたところです。23年度は、前年度健診が未受診であつた事業所

を重点的に、支部幹部職員が中心となり積極的に事業所を訪問し事業者健診データを提供し

ていただくよう依頼したほか、データの取得実績が好調な支部とそうでない支部が二極化し

ている実態を踏まえ、データ取得に成果を上げている支部の取組みや好事例について本部で

集約 し、他の支部に提供する等、協会全体の実施の底上げに努めてきました。

この結果、23年度の取得件数 246,807件、取得率は22%と なっており、22年度と比較

して 115,783件 増加、ポイントでは 1.0ポ イント増加しましたが、日標の 20%に はなお大

幅な乖離があります。これは、① 事業主の方が協会に健診結果データを提供しても、個人

情報保護に関する責任は間われないものの、事業主の一存で従業員の健康状況のデータを協

会に提供することについては抵抗があること、② 健診データの提供を拒んだとしても特に

不利益となることがないこと、③ データ提供により「保健指導を受診できる」、「医療費

の抑制ができる」等の説明をしていますが、事業主の方にとって直接的なメリットがあると

は感じていただけないこと等から、データ提供についての理解が十分得られておらず、低調

な状況にあると考えております。

このような事情から、本人の同意がなくても事業者健診の結果を保険者に提供できる仕

組み及び健診結果を積極的に保険者に提供することについて、事業主へ周知いただくようこ

れまで国に要望しておりました。この要望を受け、24年 5月 に事業者健診データの医療保

険者への情報提供について再度周知を図る通知 (厚生労働省労働基準局長、保険局長連名通

知「基発 0509第 6号、保発 0509第 4号」24年 5月 9日 )が発出されました。その要旨は、

事業者団体及び関係団体に対し、高齢者医療確保法第 27条第 3項により、医療保険者から

労働安全衛生法に基づく健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者は、当該記

録の写しを提供しなければならないこと、その場合、当該記録の写しを提供することは、法

令に基づくものであるので、個人情報の保護に関する法律第 23条第 1号により第二者であ

る医療保険者への提供は制限されていないというものです。また、地方労働局長に対し、事

業者から医療保険者への情報提供が円滑に進むよう、適切な対応をお願いする旨の通知 (厚

生労働省労働基準局長通知 「基発 0509第 7号」24年 5月 9日 )も あわせて発出されまし

た。今後はこの通知に沿つて事業主への働きかけを強化し、事業者健診データの取得を促進

していきます。

その他の健診として、一般健診を受診される被保険者の方のうち希望される方には付加健

診、平しがん・子官がん検診、肝炎ウイルス検査を実施しています。

付加健診は、40歳及び 50歳の方を対象に一般健診に加えてさらに検査項目を増やし、病

気の早期発見や生活習慣改善などの健康管理に活かします。23年度の付加健診実施件数は

168,200件 で、22年度と比較すると12,448件 の増加となりました。

乳がん。子官がん検診は、偶数年齢の女性を対象に乳がん、子官頸がんの早期発見を目的

に行っています。23年度の実施件数は、乳がん検診 400,385件 、子官がん検診 588,865件

と、22年度と比較するとそれぞれ 23,378件、25,917件 の増加となっています。

肝炎ウイルス検査は、肝炎ウイルス (B型及びC型 )への感染の有無を調べるための検査

です。23年度の肝炎ウイルス検査件数は 167,451件 で、22年度件数 194,268件 と比較する

と26,817件 の減少となりました。これは、肝炎ウイルス検査は生涯に 1回だけ受診 してい

ただくこととなっており、既に多くの方が受診されていることが原因ではないかと考えてい

ます。
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主な検査内容 対象者 自己負担 手続

一
般

健

診

問診、触診、身体計測、視力・聴力測

定、血圧測定、尿検査、便潜血反応検

査、血液一般検査、血糖検査、尿酸検

査、血液脂質検査、肝機能検査、胸部・

胃部 レン トグン検査、心電図検査な ど

35歳～74歳 の方 最高 6,843円

受診希望の健診機

関に予約後、お勤

め先を通 じて支部
へ 申込みます (任

意継続被保険者の

方 |ま 、文部へ直接

申 し込みます )

付

加

健

診

尿沈溶顕微鏡検査、血液学的検査、生

化学的検査、眼底検査、肺機能検査、

腹部超 音波検査

一般健 診 を受診 さ

れ る 40歳 の方 、 50

歳 の方

最高 4,583円

乳

が

ん

。
子

官

が

ん

検

診

乳がスノ

間診、視診、触診 、半L房エ ックス線検

査

子官がん

問診、細胞診

一般健診を受診 さ

れ る 40歳 ～74歳 の

偶数年齢の方

・36歳 、38歳 の一

般健診 を受診 され

る方は子宮がん検

診 が追力日できます

・20歳 ～38歳 の偶

数年齢の方は子宮

がん検診単独 で受

診できます

50蔵以上

最高 1,666円

40歳～48歳

最高 2,240円

(年齢 により手しがん

検査の撮影方法が異

なるため負担額が異

な ります )

乳がん検診のみ

上記金額か ら最高

630円 を引いた金額

子官がん検診のみ

最高 630円

肝

炎

検

査

HCV抗体検査、HB s抗原検査 一般健診 を受診 さ

れ る方 (過 去に C型
肝炎 ウイルス検査

を受 けたことがあ

る方を除きます )

最 高 595円

受診者 ご本人が直

接健診機関に申込

みます

【(図表4-15)被保険者の生活習慣病予防健診の概要】

(回表4-16)健診の実績 (23年 4月 ～24年 3月 )(速報値)】

【被扶養者の健診】

23年度の被扶養者の特定健診の受診率は 138%と なり、22年度と比べて 07%ポイン ト

増カロしました。受診者数は 22年度と比べて、24,199件 の増カロとなり、560,864人 の方が受

診しました。23年度の目標 (625%)を 大きく下回つています (各支部の状況は図表 4-19

のとおり)。 これは、本格的な取組みが始まつたのが旧社会保険庁 (政府管掌健康保険)か

ら協会への移行後であり、受診手続きや制度が未だ十分に定着していないこと、被用者保険

の被扶養者については、被保険者本人のように健診実施を事業所で行うことが難しいことな

どが原因であると考えています。

被扶養者の特定健診については、受診を希望する方の利便性の向上のため、これまで、

特定健診の受診券の交付手続きについて申請手続きを省略してあらかじめ発券する方式に

切り替えた他、健診機関増カロ策として他の保険者と共同しての地域の健診機関等との契約

(集合契約B)に加え、健診機関の全国組織 6団体との契約 (集合契約A)の締結や協会が

実施する特定健診と市町村が実施するがん検診との同時実施を推進してきました。具体的に

は、都道府県がん対策主管課と連携を図り、加入者に対し同時受診が可能な健診機関等の情

報提供を行ったり、市町村と連携し同時実施の体制をづくりに努め、できる限り同じ日時、

会場で受診できるような調整などを行ってきました。

また、受診券については、事業所を経由し配布しておりますが、事業所の事務負担が過

大になっている可能性や事業所から被保険者を通じて被扶養者に届けられていない可能性

があるため、23年度は自宅 (被保険者宅)に 直接送付する取組みをモデルとして4支部で

実施しました。今後、全国実施についての検討を行つていきたいと考えています。

(回表4-17)被扶養者の特定健康診査 (特定健診)の概要】

検査内容 対象者 費用負担 手続

(基本健診 )

間診、身体計測、血圧測定、尿検査、

肝機能検査、血液脂質検査、血糖検査

(医師の判断によ り貧血検査、眼底検

査、心電図検査を実施 )

40歳か ら 74歳

健診費用総額のうち

5,400円 を超える額が

ご家族の負担となりま

す。

受診希望の健診機関に

直接申し込みます。

【(回表4-18)特定健診の実績 (23年 4月～24年 3月 )(速報値)】

21年度 22年度 23年度 増 減

実施 率 13811 0 7%

受診数 501,543 536,665 560.864 24,199

受診券発行件数 1 176.296 4,141,297 4、 164.332 23,035

21年度 22年度 23年度 増減

健診実施率 (40歳 ～74歳 ) 38 3% 40 9% 42 7%

一般健 診 (40歳 ～ 74歳 ) 4,239,924 4,567,350 4,339,097 271,747

一般健診 (35歳 ～39歳 ) 911,492 1,014.002 1,067,167 53, 165

付加健診 142.326 155、 752 168,200 12,448

平Lがん検診 370、 945 377,007 400,385 23,378

子官がん検診 538,764 562,948 588,865 25,917

肝炎 クイルス検査 203,213 194,268 167,431 ▲26,817

事業者健診取得件数 27,580 131,024 246,807 115,783

健診実施機関 2,711
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4-19)
校 保険者 被扶養者

合針

(― AQ健診:40～ ,4歳
'

事業者健診結果El得 特定健診

件 数 実施率 件数 取得撃 件 数 実施拿 件 数 実施拿

北海道 224.519 389% 24.994 256.883 315%
青森 470% 76781 399%
岩 手 48,326 14,459 7635 70420 380%

宮城 106.038 513% 5,902 29% 16,818 128,758 453%
秋 田 48649 4909 6490 60048

山 形 79.534 599% 70% 12.251 101,048 579%
福 島 99855 497% 22% 12764 117,057 435%
茨 城 79436 409% 92933 358%

72.131 84742 403%
群 島 87,005 478% 10.565 98,141

埼 玉 116.670 338% 5.470 14,775 20% 136,915

千 葉 103315 3.323 14% 10.456 117,094 355%

東 京 403116 59791 472841

183.641 442% 3,785 17,628 25% 205054
新 潟 154260 508 21 534 231% 176.302

宮 山 77.433 150Z 86602 484%

石川 65148 464% 32% 8153 77.799 426%

48.480 3955 55550 427%
48,139 605% 7.097 261% 55.531 521%

長野 92470 438% 11957 11 229 115,656

107131 474% 12265 11 184 134% 130580

152.077 470% 8,375 14314 174766 412%
愛 知 251 705 373% 18.847 28% 29,869 300,421 323%
二重 84945 539% 6287 92.726

滋 賀 53,792 51 2% 2.892 61155 425%
京都 131.080 501% 10920 143948

253.844 280% 14,572 42.596 311,012

兵庫 186557 427% 22.474 214.516

32821 39,376

和歌山 41.606 451% 83% 46,072 359%

鳥 取 7.802 41 2% 1.372 20% 2363 31.53フ 358%

島根 4305 56.632

岡 山 99,384 9.196 11,199 119,779

広 島 139729 427% 13064 40% 14987 167.780 382%

61906 424% 4340 71893

徳 島 33.135 987 26% 37.833

香′ll 50902 3469 6320 60.691 372%

愛 媛 80,923 1,986 9653 92562
46.508 51551

福 岡 252406 10042 20133 282.581

佐 賀 43,837 2.239 50119

長崎 62.329 419% 3.140 03% 71,420

熊本 99280 524% 8069 108.645 433%
74,375 2.285 85668

宮崎 61,839 4,870 5.978 72.687

鹿児島 76831 398% 11422 36% 96.937

,中 縄 75,923 10.284 87.726

合 計 4.839,097 246.807 22% 560,864 5,646.768

‖)保健指導

【被保険者の保健指導】

生活習慣病予防健診 (特定健診)や事業者健診の結果に基づき、メタボリックシンドロー

ムのリスク数に応じて、生活習慣の改善が必要な方には特定保健指導を行っています。また、

あわせて特定保健指導に該当しない方で保健指導を希望される方にも保健指導 (以 下「その

他の保健指導」)を実施しています。

被保険者に対する 23年度における保健指導の実績は、特定保健指導が訪問事業所数

79,043事 業所、初回面接 199,769人 、6カ 月後評価 92,564人 、その他の保健指導 212,254

人となつています。22年度に比べると、訪問事業所 8,287事業所、初回面接 59,877人 、6

カ月後評価実施 31,121人 増加し、特定保健指導に集中したことによりその他の保健指導は

104,728人 の減少となりました。実施率については、86%と 22年度からは 2.4%ポイン ト

の伸びとなったものの、国の示す目標 (412%)か らは大きく下回りました (図表 4-20)

(各支部の状況は図表 4-22の とおり)。

協会の加入事業所は中小企業が多く、訪問事業所における特定保健指導対象者が非常に少

ないこと、また支部の拠点が都道府県で 1カ 所であるのに対し、事業所は山間部や島しょ部

を含め、都道府県内にくまなく所在していることから、地理的、構造的に効率的な保健指導

が難しいこと、生活習慣病予防健診受診者が増えたことに伴い保健指導対象者が増える中で、

保健指導者数が極端に不足していることなどが目標を下回つている主な原因と考えていま

す (23年度の実績では、保健師 1人 当たり1日 に概ね 17事業所を訪問して、平均 57人

保健指導を行っており、このうちの特定保健指導は 31人 となつています)。

また、他の保険者のように同一会社や同業種単位でないことで協会と事業所、加入者との

関わり方が希薄であり保健指導の受け入れについての理解が得られないことや、就業中の保

健指導の実施に対して事業主のバックアップが受けられず 6カ 月間の保健指導の継続が難

しいことなども実施率の低い原因のひとつにあげられます。

23年度は、22年度にまとめた保健事業推進検討会報告書の「生活習慣病対策として、特

定健診及び特定保健指導を最大限に推進する」という基本方針に基づき、実施率の向上に向

けて 22年度より実施してきた取組の手法を工夫して、保健指導対象者へのアプローチ機会

の拡大策を進めてまいりました。

協会と事業所の距離をできるだけ縮め、健康づくりや医療費に対する認識を深めていた

だくため、支部の幹部が率先して事業所訪間を行い、訪間先事業所の医療費データや健診結

果データを使つて特定保健指導の受入れのお願いを行っています。また、支部における人員

強化のため、地域のナースセンターや市町村との連携などを通じて保健師の採用を進め 90

名の保健師を雇用しましたが、年度末には退職者数が上回り前年比 13名 減となりました。

一方で、管理栄養士の採用を進め、全国で 93名 の管理栄養士が保健師と連携して特定保健

指導に取り組み、特に栄養面からの具体的な改善指導を行つています (図表 4-21)。

保健指導機関等への外部委託については、電子媒体による報告や請求などシステム面で

の対応を整備し、委託機関数は 43支部において 577と なり22年度から委託機関数は倍増し
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ました。特に初回面接を健診当日に実施する機関において実施件数が高く、また、外部委託

分については中断率が低く、実施率の向上につながっています。24年度は、初回面接を健

診当日に実施する機関及び後 日に事業所訪問等により実施する機関にインセンティプを付

与し委託料単価の上限額を引き上げることにより積極的に進めています。また、保健指導対

象者が増カロする中で対象者のニーズに合わせた対応と情報提供などのサービス充実のため

に ITツールの活用を進め、14支部において導入し対象者に適した指導を行っています。

さらに、休日や夜間の保健指導や公民館等の公的施設を利用して保健指導を行った支部

では、今まで保健指導を受ける機会のなかった加入者の利用機会を広げることに繋がってい

ます。24年度においても、このような取組みを積極的に進めていきます。

これら保健指導の拡大策のほか、加入者の要望に応えて、保健指導の推進には欠かせない

事業所全体の健康づくりやポピュレーションアプローチなど、特定保健指導と特定保健指導

対象者以外の方向けの一般の保健指導 (そ の他保健指導)を実施しました。

【〈日豪4-20)機保険者の保僣指導の実績 (23年 度連颯値)】

被保険者の特定保健指導の実施率等
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接

初

面

会実施 75.024 127.092 136 452 178 372 41,920

モ 3 440 21 397 17,967

75,924 127.092 139,892 190,769 59,877

6カ 月

後評価

協会実施 7 003 44 440 61,145 84,551 23,406

外部委託 8,013 7

計 7.003 44.440 01 443 02 664 31 121

その他保健指導 540,069 341.603 316 982 212.254 ▲104728

保健 指 導 人

員体制

保健師 593 ▲ 13

管理栄養士 0 0 71

計 686

【〈口壼4-21)保僣指導保健
"の

口量状況 (24年 3月末時点)】

定数
配量数

欠員
保値師 管理茉養士 合 計

30 24 2 4

0

手 4

宮 城 2

秋田 3

山形 7 5 1

福 , 1 22 1

0 4

7 0

,

埼 1 0

千 4

1

神奈川 4

新 潟

富 山 4 1 0

0

福 11 |

山梨 0 9 1

3 3

知 0 4

三 1 4 4 0

澁 0

京 フ 3

2

兵 l 5 9 4

奈 1 1

山 8 0

2 0

島 0

岡 1 1 4

広 .
B 5

山 口 1 1

9 7 0

1 1 11 1

1 0 1

高 知 9 0 9 0

1 0

9 1

5 3 2

7

1 3 0

宮 | 8 1 2

鹿 児 17 2

1

770 380
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初回面談 6ケ月後評価 契約
機関数

健診当日
実施可能
機関数実施 人数 対前年比 実施率 実施 人数 対前 年比 実 施率

,1北 海 撻 7341    (61)

12青 1 3.086    (143) 1.379      (4

澪 岩 弓 3695      (0〉 1884      (0

“

宮 騎

爆 秋 巨

'6山
■ 4158    (483) (202

′ 福 遺 4450    (15) 2.353      (0

'8 
茨 ち 4.684   ●24) (15,

Ю 栃 沐

10 群  層 800      (0

11 埼 ヨ 3.162    (184) 1.440     (731

2千 昴 2.743      (1

3東 嘉 8.000  (1,947) 4678    (7001

4神 奈 川 3420   00 5,5    (26

6富 ユ 4212   (038) 2052     (86 23261

7 石 り| 4002    (715) 1 9oo    (120

8福 チ

9山 黎

0長 里

1岐 1 3680   (1023) 2.804    (654

″ 静 F 2306  (555

23 蓼鷺 矢

4 三 目 1087     (89

:5滋 多 1.746     (8) 748      (1

26 京  者

2フ  ラに 願 4.551    (フ 28) 2664    (100

28兵 日 5フ 04    (51) 2234      (0

Ю 奈 5 1.526     (1) 827      (0

〕0和 歌 ロ 295      (0 -2491

1鳥 用 815  (0
12島 I

33 同 ロ 2304      (1

6徳 ■ 2057    (1∞ 〉 481    (46

7香 り1 (1.090) 3697    (389

E愛 瑚 4.591    (346) 2366    (129

,9 高  矢 3.0フ8  071)
,0 1日  ロ 2210    (0

!佐 ヂ (391

12 長  漏 3261    (259)

Ю 熊 オ 6.190  (1.404) 3.309    (0フ 9

И 人 分 5938  (9901 1849    (2791

5 宮 蝙 6.68,   04C) 3,983    (119

Ю鹿 児 壺 2.579    (469

営   E

【(国表4-22)各支部における被保険者の保健指導実績

(注 )「 初回面談」及び「6ヵ 月後評価」の件数の括弧内の数字が外部委託による実施人数である。また、「契約機関数」は外

部委託契約を行 つた機関数であり、その うち健診当日に保健指導を実施することが可能な実施機関の数を「健診当日実施

可能機関数」に計上 している。

【被扶養者の保健指導】

被扶養者に対する23年度における保健指導の実績については、特定保健指導が初回面接

1,348人 、6カ 月後評価 1,018人 となっています。22年度に比べると初回面接 219人、6カ

月後評価 208人 の増加、実施率は 2.0%と 04%ポイント伸びたものの、大きく目標 (386%)

を下回つています (図 表 4-23)。

被扶養者の保健指導は依然として低い状況ですが、その要因として、健診受診後、保健指

導の利用券が送付されるまで 1カ月半から2カ 月ほどかかることで生活習慣改善への意欲が

薄れてしまうことや、利用にあたつて積極的支援でおよそ5,000円 、動機づけ支援でおよそ

3,000円 の自己負担が生じること、また身近な市町村等で保健指導を受けることができない

ことなどがあげられます。

被扶養者の保健指導については、地域の医療機関等との集合契約により実施しております

が、23年度は新たな試みとして、協会の保健師等自らが、より身近な公民館等で特定保健指

導を実施してまいりました。また、パイロット事業として「行政と連携した地域密着型の保

健事業」に取り組み、特定健診・がん検診から特定保健指導まで一連の事業を市と一体とな

つて推進しております。

【く回表4-23)被扶養者の特定保健指導の実績 (23年度速報値)】

20年度 21年度 22年度 23年度 増 減

実施率 0% 04% 1 6% 20%

初回面談 112 1,129

6カ 月後評価 0
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-24
初 回 面 接 6ヶ 月 後 評 価

実 施 人 数   〈前 年 同期 比 実 施 率 (0/o) 実 施 人 数   (前 年 F・n期比 実 施 率 (%)

北 海 道

青 森

岩 手 -500%| 1500%|

富 城

秋 田 28   (    400%|

山 形 (   161% -614%|

福 島

茨 城 (    214● |:

栃 木 16   (   -238%|

群 馬

埼 玉 38216:

千 葉 -67%,

東 京

神 奈 川 -6ン %)

新 潟

富 山

石 り!|

福 井 66フ・61

山 梨 286%|

f署望予 -350●
||

岐 阜 (   -415%

静 岡 152%|

愛 知 273%) 57   〈    462%:
二 重 6   (    500%|

滋 賀 167・ 6)

京 都

大 阪

兵 庫

奈 良

和 歌 山

鳥 取

島 根

岡 山

広 島 47   (   14フ 4% 25   (    42%|

山 口

徳 島 -350% 900%|

香 川 19   (    357%| 200%|

愛 媛 143%|

高 知 9   (    500%|

福 同 (    324% 5667%|

佐 賀 333%|

長 崎 5000%: 250%:

熊 本 143%

大 分 27 (    688%:

宮 崎

鹿 児 島

,中 糸電 850% 500%:

合 計 1.018   (    257%

IC)保健事業の総合的かつ効果的な推進

前述のとおり、22年 9月 に協会内でとりまとめた基本方針 (63頁参照)に沿い、当面の

間は特定健康診査及び特定保健指導を最大限に推進していくこととしておりますが、その一

方で、協会では支部ごとの「健康づくり推進協議会」などで、保健事業に関する全体像など

を描くこととしているほか、保健事業の効果的な推進を図るため、本部と支部が協働でパイ

ロット事業を実施し、その成果を広めていくこととしています。

i)健康づくり推進協議会

各支部において保健事業を円滑かつ効果的に推進するため、加入者・事業主 。学識経験

者に加え、保健医療関係者や行政機関関係者等を交えた「健康づくり推進協議会」を設置

しています (23年度末時点で 35支部が設置)。 この協議会では、地域の実情を踏まえた

保健事業の全体像や、中長期的な展望を検討していくこととしております。

また、保健事業の円滑な推進を図るため、この健康づくり推進協議会等を活用し、健診

データとレセプ トデータの突合により医療費抑制を狙つた重症化予防対策、ウォーキング

等の運動促進、禁煙促進運動、糖尿病等の健康づくリセミナーの開催、職場における健康

促進活動等、地域の特性を生かした効果的な保健事業について取 り組むこととしています。

1)パイロット事業

保健事業の効果的な推進や医療費適正化を目的として、本部と支部が共同で実施するパ

イロット事業に取り組むとともに、その成果を踏まえ効果的な事業については各支部にお

いて展開することとしています。

22年度のパイロット事業は 3支部で 4事業を実施しましたが、特に、「ITを 活用した特

定保健指導」については、保健指導の効率化、加入者ニーズヘの対応、保健指導の効果と

いつた面において一定の成果が得られたため、前述 (70頁 )の とおり、23年度においては

14支部で導入し、さらに 24年度は 9支部で導入を計画しています。

また、その他の保健事業や 23年度に各支部において策定した、「地域の実情に応 じた医

療費適正化総合対策」において、疾病の重症化予防を目的とした保健事業として盛り込む

等、パイロット事業のノウハウを活用した保健事業を展開することとしています。

23年度のパイロット事業は、3支部で 3事業を実施しました。24年 3月 に最終報告会を

開催し、実施結果を取りまとめ、全国支部長会議や協会内のLAN掲 示版により全支部で

のパイロット事業の共有化を図りました。各支部では 24年度以降に地域の実情を踏まえ、

ノウハウを活用した保健事業を展開してまいります。
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実施年度 支部数 内   容

22年度 3支部

OITを 活用 した保健指導の効率的な実施

特定保健指導について ITシステムを使用 して、以下の項 目に関 して実施・検

証を行い、特定保健指導の実施率の向上 と保健師の対人支援業務 の充実を図る

○ レセプ ト・健診デー タを活用 した通知や訪問指導による受診勧奨等
レセプ トデータ・健診デー タを活用 して通知や訪問指導による受診勧奨等を実

施 し、これ らの効果 を測定す る。

○糖尿病患者への医療機関 との連携 による生活習慣改善プログラムの提供

地域医師会や医療機関 との連携 に基づ き紹介等のあつた糖尿病患者 を対象に、

専門家 によ り、薬だけに頼 らず に血糖 コン トロールができるよ うに支援す るとと

もに、患者 自身に係 る生涯医療費の低減 に繋げてい く

前年度のパイロット事業の分析状況を踏まえながら、レセプ トデータ等の分析
を継続するとともに、健診データ等も含めた総合的な分析を推進して、健康や医
療費に対する関心を高める。

23年度 3支部

○ 行政 と連携 した地域密着型の保健事業

特定健診・がん検診か ら特定保健指導まで一連 の事業を市町村 と一体 となつて

推進 し、特定健診 と特定保健指導の実施率の向上を図る。

特定保健指導対象の被保険者の 自宅宛てに
'特

定保健指導のご案内」を送付 し、

早期 にご自身が対象者であることを認識 いただき、6カ月間の特定保健指導の中

断率低下、実施率向上を図る。

O ITを 活用 した加入者の健康づ くり支援 と効率的な保健指導

力日入者各 自の健診履歴や行動 目標 の実施状況をHPを 通 じて蓄積 できるよ うに

し、カロ入者の健康増進や生活習慣改善意欲 を促進す る。特定保健指導対象者 と協

会の保健師等 とのコ ミュニケーシ ョンツール としても利用 し、保健指導の効率化

を図る。

【(回表4-25)保健事業に係るパイロット事業】

‖)各種事業の展開

健診や保健指導のほか、生活習慣病予防などの健康づくりや肝炎・エイズ等に関する知

識の普及や啓発に取り組んでいます。23年度は、肝炎検査に関する啓発リーフレットを作

成し、各健診機関に配布しました。

また、厚生労働省補助事業「平成 23年度肝炎検査受検状況実態把握事業」に協会が保有

する5カ 年分のデータ (平成 18年度～平成 22年度)を提供するなど協力を行いました。

各支部においては、健康づくり推進協議会における提言や地域の実情などを踏まえ、糖

尿病予防のための健康づくリセミナーの開催や職場における健康促進事業、ウォーキング

促進活動、禁煙促進運動などの事業を支部独自の取組みとして実施したほか、健診や保健

指導の結果を分析し効果的なアプローチができるよう検証を行う等の各種事業を実施し、

総合的な保健事業を推進しました。

また、保険者協議会及び地域・職域連携推進協議会などの場を通じて、自治体や他の保

険者との連携の強化を図つています。特に、特定健診とがん検診の同時受診の促進につい

ては積極的に取り組むこととしており、自治体との連携では、がん検診を実施する市町村

と日程について情報共有して加入者への案内用チラシを作成・送付したり、がん検診の情

報を積極的にホームページに掲載しています。さらに、健康保険組合連合会等と連携して、

健診機関の契約情報と市町村が実施するがん検診の情報を相互共有しホームページなどで

情報提供しています。
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